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第 ８ 回   熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

令和３年３月16日(火曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時10分休憩 

            午前11時15分開議   

            午後０時38分休憩

午後１時37分開議   

            午後２時19分閉会        

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第44号 令和３年度熊本県一般会計予

算 

 議案第45号 令和３年度熊本県中小企業振

興資金特別会計予算 

 議案第49号 令和３年度熊本県港湾整備事

業特別会計予算のうち 

 議案第50号 令和３年度熊本県臨海工業用

地造成事業特別会計予算のうち 

 議案第56号 令和３年度熊本県高度技術研

究開発基盤整備事業等特別会計予算 

 議案第57号 令和３年度熊本県のチッソ株

式会社に対する貸付けに係る県債償還

等特別会計予算 

 議案第61号 令和３年度熊本県電気事業会

計予算 

 議案第62号 令和３年度熊本県工業用水道

事業会計予算 

 議案第63号 令和３年度熊本県有料駐車場

事業会計予算 

議案第80号 水質汚濁防止法第３条第３項

の規定に基づき排水基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

議案第81号 熊本県自転車の安全で適正な

利用の促進に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

議案第82号 熊本県特定非営利活動促進法

施行条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議案第83号 熊本県控除対象特定非営利活

動法人の指定の基準、手続等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

議案第92号 財産の処分について 

議案第95号 権利の放棄について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査）に

ついて 

報告事項 

  ①「新しいくまもと創造に向けた基本方

針(案)」及び「第２期熊本県まち・ひ

と・しごと創生総合戦略(案)」につい

て 

  ②「“緑の流域治水”の推進と復旧・復

興に向けた重点10項目」について 

  ③チッソ株式会社に対する平成７年政治

解決一時金貸付の支払猶予について 

  ④第四次熊本県環境基本指針・第六次熊

本県環境基本計画の策定について 

  ⑤2018年度熊本県温室効果ガス総排出量

について 

  ⑥第５期熊本県廃棄物処理計画について 

  ⑦熊本県再犯防止推進計画について 

  ⑧第５次熊本県食の安全安心推進計画に

ついて 

 令和２年度経済環境常任委員会における取 

組の成果について 

   ――――――――――――――― 

出 席 委 員(７人） 

        委 員 長 緒 方 勇 二 

        副委員長 末 松 直 洋 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 島 田   稔 

        委  員 城 戸   淳 
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欠 席 委 員(なし） 

委員外議員(なし） 

―――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

         部  長 藤 本   聡 

       政策審議監 

兼環境政策課長 松 岡 正 之 

        環境局長 小 原 雅 之 

      県民生活局長 無 田 英 昭 

     水俣病保健課長 原 田 義 隆

首席医療審議員 山 口 喜久雄 

     水俣病審査課長 坂 野 定 則 

    環境立県推進課長 財 津 和 宏 

      環境保全課長 葉 山 清 春 

      自然保護課長 前 田   隆 

    循環社会推進課長 小 原 正 巳 

  くらしの安全推進課長 田 元 雅 文 

      消費生活課長 枝 國 智 子           

男女参画・協働推進課長 木 村 和 子 

    人権同和政策課長 緒 方 克 治 

 商工労働部 

部 長 藤 井 一 恵 

政策審議監 

兼商工雇用創生局長 三 輪 孝 之 

産業振興局長 小 牧 裕 明 

商工政策課長 臼 井 洋 介 

商工振興金融課長 増 田 要 一 

首席審議員 

兼労働雇用創生課長 岡 村 郷 司 

産業支援課長 大 下   慶 

エネルギー政策課長 上 塚 恭 司 

企業立地課長 工 藤   晃 

観光戦略部 

部 長 寺 野 愼 吾 

政策審議監 小金丸   健 

首席審議員         

兼観光交流政策課長 府 高   隆 

観光企画課長 脇   俊 也 

観光振興課長 川 嵜 典 靖 

販路拡大ビジネス課長 池 田 健 三 

 企業局 

局 長 藤 本 正 浩 

総務経営課長 永 松 浩 史 

工務課長 伊 藤 健 二 

労働委員会事務局            

局 長 谷 口   誠 

審査調整課長 吉 田 桂 司 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 岡 部 康 夫 

   政務調査課課長補佐 松 本 浩 明  

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○緒方勇二委員長 ただいまから第８回経済

環境常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に３名の傍聴の申出がありま

したので、これを認めることといたしまし

た。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行いますが、

今回も新型コロナウイルス感染症対策とし

て、３密を防ぐため、次第に記載の２つのグ

ループに分けて議案等に関する説明を求める

こととしました。 

 まず、環境生活部の議案の審査を行い、休

憩を挟みまして商工労働部、観光戦略部、企

業局、労働委員会の議案の審査を行います。

その後、再度休憩を挟みまして付託議案の採

決を行います。 

 それでは、環境生活部の議案について説明

をお願いしますが、説明は、効率よく進める

ため、着座のまま簡潔に行ってください。 

 初めに、藤本環境生活部長から総括説明

を、続いて、担当課長から資料に従い順次説

明をお願いします。 

 まず、藤本環境生活部長。 

 

○藤本環境生活部長 おはようございます。 

 説明に入ります前に、まず、令和２年７月
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豪雨災害に関連した取組状況について御説明

いたします。 

 当部では、災害廃棄物の処理や水道施設の

復旧など、被災された方々の一日も早い生活

再建に向け、被災市町村を支援しているとこ

ろでございます。 

 このうち、公費解体等の進捗状況について

御説明いたします。 

 公費解体を実施している23市町村のうち、

20市町村は既に申請受付を終了しており、人

吉市、八代市、球磨村が３月末まで申請受付

を継続しております。 

 ２月末現在の申請件数は2,319件で、うち

解体が完了したものは517件となっておりま

す。これまで、解体を急がれる所有者が、自

ら発注し、後日市町村が費用補塡を行う、い

わゆる自費解体が先行する形で進んできまし

た。今後は、市町村発注による公費解体が本

格化してまいります。 

 引き続き、災害廃棄物の早期処理に向け、

被災市町村をしっかりと支援してまいりま

す。 

 それでは、環境生活部関係議案の概要につ

きまして御説明申し上げます。 

 今回提出しております議案は、予算関係２

件、条例関係４件でございます。 

 まず、第44号議案の令和３年度熊本県一般

会計予算でございます。 

 当部では、令和２年７月豪雨からの創造的

復興や新型コロナウイルス対策等に対応する

ため、また、熊本のさらなる発展に向けて、

総額149億8,100万円余の予算を計上しており

ます。 

 その主な内容について、今定例会に提案さ

れている新しいくまもと創造に向けた基本方

針に沿って御説明いたします。 

 まず、令和２年７月豪雨からの創造的復興

について、被災した球磨川流域をモデル地域

に、ゼロカーボンに向けた取組として、住宅

の新築やリフォームにおける高断熱化を進め

てまいります。 

 また、日本遺産人吉・球磨などと連携した

九州自然歩道の路線見直し等の取組を進め、

利用者の増加を図ってまいります。 

 次に、新型コロナウイルス感染症を踏まえ

た対応について、感染症等の影響により増加

が懸念される消費者トラブルや多重債務者等

の生活再生を支援するため、消費生活相談体

制の強化を図ってまいります。 

 次に、熊本地震からの復旧、復興につい

て、国立公園満喫プロジェクトとして、阿蘇

中岳の新たな火口見学エリア整備に伴う退避

壕改修など、来訪者の受入れ環境の向上に取

り組んでまいります。 

 次に、将来に向けた地方創生の取組につい

て、2050年ゼロカーボンの実現に向け、県有

施設への再生エネルギー導入の推進や県内主

要企業などと新たな協議体を設置し、課題の

共有やその課題解決を共に図るなど、ＣＯ２

削減の取組をさらに進めてまいります。 

 また、海洋プラスチックごみ削減に向け、

県民への啓発や関係団体等と連携した回収、

撤去、さらに、分別回収に係る市町村支援な

どにも取り組んでまいります。 

 また、安全、安心な社会の実現に向け、犯

罪被害者やその遺族に対し見舞金を給付する

新たな制度を創設するなど、支援の充実を図

ってまいります。 

 なお、水俣病対策については、新型コロナ

ウイルスの感染防止対策を徹底した上で、認

定審査を丁寧かつ着実に進めるとともに、高

齢化が進む胎児性・小児性患者の方々などの

日常生活の支援等に引き続き取り組んでまい

ります。 

 次に、第57号議案の令和３年度熊本県のチ

ッソ株式会社に対する貸付けに係る県債償還

等特別会計予算でございます。 

 チッソ県債に係る元利償還金等として、総

額28億4,300万円余の予算を計上しておりま

す。 
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 以上により、予算総額は、一般会計と特別

会計を合わせて178億2,500万円余となりま

す。 

 次に、条例関係ですが、熊本県自転車の安

全で適正な利用の促進に関する条例の一部を

改正する条例など４件お諮りしております。 

 以上が今回提出しております議案の概要で

ございます。 

 このほか、その他報告として、チッソ株式

会社に関する報告など６件について御報告い

たします。 

 詳細につきましては、関係課長が説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

○緒方勇二委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○松岡環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 委員会説明資料の２ページをお願いいたし

ます。 

 まず、一般会計について御説明いたしま

す。 

 公害対策費に１億5,550万円余を計上して

おりますが、右側の説明欄をお願いいたしま

す。 

 １、職員給与費として１億2,220万円余を

計上しておりますが、当課の本年１月１日現

在で配置されている職員の給与額を基に算定

しました予算でございます。 

 職員給与費につきましては、各課とも同様

でございますので、恐縮ですが、各課長から

の説明は省略させていただきます。 

 ２、公害対策促進費は、国との連絡調整に

要する経費をはじめ、部長秘書業務の委託や

部内の政策立案などに必要な経費として、

1,079万円余を計上しております。 

 ３、環境立県推進費は、水銀フリー推進事

業としまして2,243万円余を計上しておりま

すが、水銀専門家を育成する県立大の水銀研

究留学生への奨学金や県有施設等で保管され

ております水銀含有製品の回収などを行うこ

ととしております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 チッソ株式会社への貸付けに係る特別会計

への繰出金として、22億100万円余を計上し

ております。 

 内訳に記載のとおり、平成７年政治解決時

の一時金県債などの元利償還に充てるために

繰り出すものでございます。 

 以上、一般会計は、合計23億5,600万円余

をお願いしております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 チッソ県債に係る特別会計について御説明

いたします。 

 チッソへの金融支援につきましては、平成

12年の閣議決定に基づきまして進めておりま

すが、１段目は患者県債の元金で、２段目が

その利子でございます。 

３段目、４段目が、平成７年政治解決時の

一時金県債の元金と利子でございます。 

５段目の特別貸付金につきましては、チッ

ソからの返済額の不足分を特別県債を発行し

ましてチッソへ貸し付けるものでございま

す。 

 ５ページをお願いいたします。 

 １段目、２段目の元金、そして利子につき

ましては、県債償還のため県がチッソに対し

て貸し付けております特別県債の元利償還金

となります。 

３段目、４段目は、平成22年の水俣病特措

法による救済のために発行しました一時金県

債の元利償還金となります。 

 この特別県債と平成22年特措法救済分の一

時金県債の元利償還金は、100％交付税措置

がなされることとなります。 

 以上、特別会計の合計は、28億4,300万円

余をお願いしております。 

 環境政策課は以上でございます。御審議の
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ほどよろしくお願いいたします。 

 

○原田水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 説明資料の６ページをお願いいたします。 

 ２段目の公害保健費でございますが、88億

6,200万円余を計上しております。 

 右側の説明欄に主な事業を記載しておりま

す。 

 まず、１の公害被害者救済対策費の(1)水

俣病関連情報発信支援事業は、水俣市など水

俣病発生地域の市や町が行う情報発信の取組

に対する補助でございます。 

(2)環境・福祉モデル地域づくり推進事業

は、水俣病犠牲者慰霊式やもやい祭りなどの

取組に対する補助でございます。 

 次の２、水俣病患者保健福祉事業費は、水

俣病認定患者の家庭を保健師が訪問し、療養

指導を行うものでございます。 

 続いて、７ページをお願いいたします。 

 ３の水俣病総合対策事業費の(1)胎児性・

小児性水俣病患者等の地域生活支援事業は、

外出支援や交流サロンなど、胎児性・小児性

患者の方々の日常生活や社会参加の支援に要

する経費でございます。 

(2)水俣病総合対策費等扶助費は、水俣病

被害者手帳を所持する方の医療費の支給など

に要する経費でございます。 

(3)水俣病発生地域リハビリテーション強

化等支援事業は、水俣病発生地域におけます

リハビリテーションの実施に対する補助でご

ざいます。 

 以上、水俣病保健課、合計89億4,500万円

余を計上しております。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 

○坂野水俣病審査課長 水俣病審査課でござ

います。 

 資料の８ページをお願いいたします。 

 下の段の公害保健費でございますが、１億

7,200万円余を計上いたしております。 

 右側の説明欄をお願いいたします。 

 １の公害被害者救済対策費でございます

が、(1)の公害健康被害認定審査会は、審査

会の運営に要する経費でございます。 

(2)の水俣病認定検診費は、審査の前提と

なります疫学調査や検診に要する費用でござ

います。 

(3)の争訟対策費は、水俣病関係の訴訟や

行政不服審査請求に対応するための経費でご

ざいます。 

 次に、２の水俣病総合対策事業費でござい

ますが、(1)の治療研究事業扶助費は、水俣

病の認定申請後１年を経過した方で、一定の

要件を満たす方に対しまして、認定または棄

却決定までの間、医療費を支給する事業でご

ざいます。 

 資料の９ページをお願いいたします。 

 (2)の水俣病診療拠点設置・ネットワーク

構築事業は、熊本大学と水俣・芦北地域の基

幹病院等をネットワークで結びまして、大学

の医師からの専門的な助言、指導等を受ける

ことができるようにする事業でございます。 

 水俣病審査課の説明は以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

 

○財津環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料、10ページでございます。 

 ２段目の計画調査費ですが、１億9,570万

円余を計上しております。 

 主な事業ですが、説明欄１の公営企業貸付

金は、企業局の工業用水道事業会計の資金不

足等に対する貸付金でございます。 

 ３の地下水保全対策費の(1)は、熊本の水

の魅力を発信する経費、また(2)は、地下水

保全条例の運用等に要する経費でございま

す。 

 11ページをお願いいたします。 

 公害対策費ですが、１億9,750万円余をお
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願いしております。 

 主な事業ですが、４の環境立県推進費でご

ざいます。 

 (1)は、有明海、八代海の再生に係る調査

検討や普及啓発に要する経費でございます。 

 12ページをお願いいたします。 

 (2)地球温暖化防止活動推進事業は、事業

の組替えによりまして事業名は変更しており

ますが、内容は、従来の地球温暖化防止活動

推進センターの取組や活動推進員の活動支援

に要する経費でございます。 

(3)県民ゼロカーボン行動促進事業は、こ

れも県民や事業者の行動変容を促進するた

め、県民運動や広報媒体を活用した普及啓発

に伴う経費でございます。 

 次に、(4)2050くまもとゼロカーボン推進

事業、これは、３つの新規取組がございま

す。 

 １つ目は、県の率先行動として、県有施設

に再生可能エネルギーの導入を図り、ＣＯ２

削減に加え、災害への対応を強化するもの

で、来年度は太陽光発電や蓄電池等の設置可

能性調査を行うものでございます。 

２つ目は、本県の温室効果ガス排出量の半

分を産業部門、業務部門が占めますので、県

内主要企業等による協議体を設置し、ＣＯ２

削減に関する情報課題の共有を図り、課題解

決に取り組むものでございます。 

３つ目としましては、事業者の設備更新時

期に合わせまして、化石燃料から電気エネル

ギー設備への転換を図る先進事例や助成制度

等を提示して、的確に転換への誘導を図るも

のでございます。 

 それから(5)でございます。球磨川流域ゼ

ロカーボン先進地創出事業は、球磨川流域を

モデル地域としまして、住宅の新築やリフォ

ームを行う際に、ペアガラスや二重窓など、

一定基準以上の断熱仕様に対し助成を行い、

住まいの冷暖房エネルギー消費を抑制し、Ｃ

Ｏ２排出削減を図るものでございます。補助

率３分の１、上限30万円を予定しているとこ

ろでございます。 

 それから、13ページをお願いいたします。 

 ２段目の工業用水道事業会計等繰出金でご

ざいますが、１億4,850万円余をお願いして

おります。これは、企業局の工業用水道事業

会計の企業債元利償還金等に対する繰出金と

して一般会計から拠出するものでございま

す。 

 以上、環境立県推進課は、合計で７億

2,300万円余を計上しております。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○葉山環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 説明資料の14ページをお願いいたします。 

 まず、１段目の公害対策費といたしまし

て、１億4,799万円余を計上しております。 

 主な事業を説明いたします。 

 右側の説明欄２の(2)環境影響評価審査指

導費でございますが、これは、環境アセスメ

ントに係る審査手続に要する経費でございま

す。 

 次に、２段目、公害規制費として､１億

8,659万円余を計上しております。 

 主な事業を御説明いたします。 

 まず、１の公害防止指導費でございます

が、15ページをお願いいたします。 

 説明欄(4)硝酸性窒素対策推進事業は、現

在県内には地下水中の硝酸性窒素濃度が環境

基準値を超えている汚染地域があり、特に荒

尾及び熊本地域においては、県が硝酸性窒素

削減計画を策定し、地元市町村や関係機関等

とともに削減対策を進めてきましたが、荒尾

地域の削減計画の終期が令和４年度となって

いることから、次期計画の策定に向け、会議

の設置及び調査等を行うための経費でござい

ます。 

 次に、説明欄２の公害監視調査費でござい

ます。 
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 初めに、(1)大気汚染監視調査事業は、光

化学オキシダントなどの大気汚染物質の常時

監視等に要する経費及び大気汚染防止に係る

全国規模の協議会の開催に要する経費でござ

います。 

 ページ飛びまして、17ページをお願いいた

します。 

 環境整備費として、２億7,576万円を計上

しております。 

 主な事業を御説明いたします。 

 説明欄の上水道費、(1)水道施設整備事業

でございますが、この事業は、市町村等が実

施する水道施設整備に対する助成等に要する

経費でございます。 

(2)上水道費は、水道法に基づく水道事業

の許認可等に要する経費でございますが、こ

の中には、７月豪雨で被災した地域営水道等

の水質検査を行うことで、衛生確保を支援す

る被災地域営水道等衛生確保支援事業に要す

る費用が含まれております。 

 以上、総額で６億1,035万円余を計上いた

しております。 

 次に、条例関係で34ページをお願いいたし

ます。 

 第80号議案、水質汚濁防止法第３条第３項

の規定に基づき排水基準を定める条例の一部

を改正する条例についてでございます。 

 35ページをお願いいたします。 

 １の条例改正の趣旨でございますが、水質

汚濁防止法施行令の一部改正に伴い、関係規

定の整備が必要となったため、条例改正を行

うものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、水質汚濁

防止法で規定される全国一律の排水基準の適

用対象施設として、自動車特定整備事業用の

洗車施設などが追加されましたので、これを

踏まえ、本条例の適用対象施設も法で定める

適用対象施設と同様とするために改正を行う

ものでございます。 

 ３の施行期日につきましては、令和３年６

月１日からとしております。 

 環境保全課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○前田自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 説明資料の18ページをお願いします。 

 まず、鳥獣保護費でございますが、9,800

万円余の予算を計上しております。 

 右側説明欄３、(1)から(3)は、主に市町村

が実施する猿、鹿、アライグマなどの防除に

対する助成を行うものです。 

 続きまして、19ページお願いします。 

 (4)の指定管理鳥獣捕獲等事業は、通常の

捕獲が進まない奥地等を対象に、県が主体と

なり、鹿やイノシシの捕獲事業を行うもので

す。 

 ２段目の自然保護費でございますが、

7,400万円余を計上しております。 

 20ページをお願いします。 

 ３、自然環境保全対策事業費でございます

が、(1)の自然保護普及啓発事業では、次ペ

ージで説明しますが、九州自然歩道利活用の

一環として、ふるさと熊本の樹木に関する調

査等を球磨川流域から始めることとしており

ます。 

(3)の特定外来生物スパルティナ属防除対

策事業は、河口域に生息するアシに似たスパ

ルティナを駆除するものです。 

 ２段目、観光費でございます。５億3,200

万円余を計上しております。 

 21ページをお願いいたします。 

 説明欄２、(2)自然公園等施設リニューア

ル事業は、自然公園内の県有施設の補修等を

行うものですが、先ほど部長からの総括説明

にもございましたが、今回７月豪雨関連とし

て、球磨川流域の復旧、復興に資するため、

九州自然歩道と日本遺産人吉・球磨の構成文

化財やふるさと熊本の樹木等との連携を図る

ことで、魅力向上、バス停等との接続地点の
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増加による利便性向上などにより誘客を図

り、交流人口の拡大を目指すことを目的とし

て、路線見直しや施設リニューアルの調査検

討等を行うこととしております。 

(4)の国立公園満喫プロジェクト推進事業

は、令和３年度からこのプロジェクトが全て

の国立公園で対象となることから、部長総括

説明にもございました阿蘇くじゅう国立公園

での退避壕設備と併せまして、新たに雲仙天

草国立公園において富岡ビジターセンターの

整備等を計画しております。 

 以上、自然保護課は、総額７億600万円余

を計上しております。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○小原循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 説明資料、22ページをお願いいたします。 

 当初予算の主な内容について御説明いたし

ます。 

 ２段目の環境整備費として、１億8,500万

円余をお願いしております。 

 内容につきまして、右側説明欄をお願いい

たします。 

 １、一般廃棄物等対策費の(1)海岸漂着物

対策推進事業は、海岸漂着物の発生抑制や回

収、処理に対し、沿岸の市や町に助成するも

のです。 

(2)は、新規の海洋プラスチックごみ対策

事業でございます。プラスチックごみの海洋

への排出を抑制するため、ポイ捨て防止等の

啓発事業やリサイクル推進のため、市町村に

おける分別収集支援を行うものでございま

す。 

 次に、２、産業廃棄物対策費の(1)不法投

棄等防止対策事業です。廃棄物監視指導員を

県下全ての保健所に配置し、管内パトロール

などにより不法投棄の防止を図るものでござ

います。 

 資料、23ページをお願いいたします。 

 (2)は、リサイクル製品等利用促進事業で

ございます。リサイクル製品の認証により利

用促進を図り、また、施設整備や研究開発等

に対して助成を行うものでございます。 

 次に、３、産業廃棄物等特別対策事業費の

(2)ごみゼロ県民運動推進事業は、プラスチ

ックごみの回収促進や各種ごみ削減の啓発等

を行うものでございます。 

 これらの事業によりまして、次の24ページ

の一番下の欄になりますが、総額３億7,700

万円余の予算案を計上しております。 

 循環社会推進課、以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○田元くらしの安全推進課長 くらしの安全

推進課でございます。 

 資料、25ページをお願いいたします。 

 下段の交通安全対策促進費といたしまし

て、1,075万円余を計上しております。 

 主な事業といたしまして、２の交通安全思

想普及費の(1)交通安全意識啓発費201万円余

につきましては、今議会で上程しております

改正自転車条例の内容を周知するための広報

等に要する経費でございます。 

 26ページをお願いします。 

 上段の諸費でございますが、社会参加活動

推進費といたしまして、3,655万円を計上し

ております。 

 主な事業といたしまして、(2)の犯罪被害

者等支援推進事業3,556万円余は、性暴力被

害者のためのワンストップ支援センターの運

営、広報等のほか、今般新たに開始する犯罪

被害者等への見舞金制度等に要する経費でご

ざいます。 

 27ページをお願いします。 

 青少年育成費といたしまして、778万円余

を計上しております。 

 主な事業といたしまして、(5)のグローバ

ルジュニアドリーム事業558万円余は、小中

学生等を台湾へ派遣し、交流活動を通してグ
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ローバル社会に視野を向けた育成を図るもの

でございます。 

 28ページをお願いします。 

 農業総務費は、地域食品振興対策費といた

しまして、1,854万円余を計上しておりま

す。 

(3)の食品検査体制整備事業1,613万円余

は、食品の残留農薬等の検査を行う際に使用

する検査機器のリース料等の経費でございま

す。 

以上、合計２億639万円余をお願いしてお

ります。 

続きまして、条例関係でございます。 

36ページをお願いいたします。 

議案第81号、熊本県自転車の安全で適正な

利用の促進に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてです。 

内容につきましては、39ページの条例案の

概要で説明させていただきます。 

まず、条例改正の趣旨でございますが、全

国的に自転車による重大な事故が発生し、高

額な損害賠償事案が存在していることを踏ま

え、万一の事故の場合、加害者が賠償責任を

果たせるように、また、それにより被害者へ

の補償が十分に行われるようにするため、自

転車利用者等に自転車保険の加入を義務づけ

るものでございます。 

 次に、改正の内容でございますが、主に２

点となります。 

１点目は、(3)にありますが、自転車利用

者、保護者、事業者及び自転車貸付業者に自

転車保険への加入を義務づけるもので、２点

目は、(4)にありますが、自転車小売業者は

自転車購入者に、事業者は従業員に対し、自

転車保険に加入しているかどうかを確認する

ことなどを努力義務とするものでございま

す。 

 条例の施行日は、令和３年10月１日を予定

しております。 

 くらしの安全推進課は以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○枝國消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 資料の29ページをお願いいたします。 

 消費者行政推進費といたしまして、２億

1,790万円余を計上しております。 

 右側の説明欄で主なものを御説明いたしま

す。 

 ２、消費者行政推進費の(1)地方消費者行

政推進事業は、県消費生活センターや市町村

の消費生活相談窓口の強化を図るため、相談

員のスキルアップや市町村の補助等に要する

経費でございます。 

(2)消費者自立のための生活再生総合支援

事業は、多重債務者など生活再生の支援が必

要な方々に対し、債務整理から生活再生まで

の一貫した支援を行う経費でございます。感

染症や７月豪雨の影響により相談件数の増加

が懸念されるため、相談人員の増員等の拡充

を図り、実施することとしております。 

(3)災害関連消費生活相談機能強化事業

は、感染症や７月豪雨関連の消費生活相談に

対応するため、豪雨の被災地等において相談

会を実施するなど、相談体制の強化を図るた

めの経費でございます。 

 おめくりいただいて、30ページをお願いい

たします。 

 (5)食品ロス削減対策推進事業でございま

すが、食品ロス削減推進計画の策定に要する

経費として、検討会議の関連費用等、139万

円余を計上しております。 

 この事業は新規事業ですので、少し補足し

ますと、この計画の策定は、食品ロス削減推

進法において努力義務規定となっております

が、食品ロス削減に県を挙げて取り組むた

め、来年度策定するものです。 

 食品ロスは、生産、製造、流通、販売、消

費の各段階で発生しており、取組が多岐にわ

たるため、庁内関係課で連携して食品ロス削
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減に取り組んでまいります。 

 消費生活課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○木村男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 説明資料、31ページ、２段目の諸費でござ

いますが、社会参加活動推進費660万円余

は、ＮＰＯ法人の認定等に要する経費でござ

います。 

 ３段目の社会福祉総務費でございますが、

１億5,793万円余をお願いしております。 

 右側説明欄を御覧ください。 

 ２の社会福祉諸費は、くまもと県民交流館

パレアの指定管理委託料、ビル管理組合負担

金などに要する経費でございます。 

 ３の男女共同参画推進事業費につきまして

は、県の男女共同参画計画等に基づき、男女

共同参画を総合的かつ計画的に進める事業費

です。 

 主な事業を御説明します。32ページを御覧

ください。 

 (3)のくまもとの女性活躍促進事業は、女

性のキャリアアップや企業トップ向けのセミ

ナーなど各種取組に要する経費でございま

す。 

 以上に人件費を加えまして、総額１億

8,742万円余をお願いしております。 

 続きまして、条例の改正が２件ございま

す。 

 40ページをお願いいたします。 

 まず、第82号議案、熊本県特定非営利活動

促進法施行条例の一部を改正する条例の制定

についてでございます。 

 内容を41ページの条例案の概要で説明させ

ていただきます。 

 改正の趣旨及び内容は、特定非営利活動促

進法において、ＮＰＯ法人の個人情報保護の

強化や事務負担の軽減などを図る改正が行わ

れたことに伴い、引用する法の条項ずれ等が

生じたため、規定の整理をするものでござい

ます。 

 施行期日は、法の施行日と同じ、令和３年

６月９日を予定しています。 

 次に、42ページをお願いします。 

 第83号議案、熊本県控除対象特定非営利活

動法人の指定の基準、手続等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてでござい

ます。 

 この条例は、寄附者が個人県民税に係る税

額控除の対象にできる寄附金を受け入れるＮ

ＰＯ法人の基準や手続について定めていま

す。 

 内容を44ページの条例案の概要で説明させ

ていただきます。 

 １、改正の趣旨は、特定非営利活動促進法

の一部改正に伴うもので、２、改正の内容

は、(1)と(3)においては、個人情報保護の強

化として、控除対象特定非営利活動法人や県

が閲覧等をさせる役員名簿等から個人の住所

等の記載部分を除外する規定を設けます。 

また、(2)は、控除対象特定非営利活動法

人が、毎事業年度知事に提出する書類の一部

を除くことで、事務負担の軽減を図ります。

 (4)のその他は、引用する法の条項ずれ等

について規定の整理を行います。 

 施行期日は、令和３年６月９日としており

ます。 

 男女参画・協働推進課は以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○緒方人権同和政策課長 人権同和政策課で

あります。 

 資料は、33ページをお願いいたします。 

 まず、上段の諸費であります。１億396万

円をお願いしております。 

 一番右の説明欄をお願いします。 

 ２、人権啓発推進費につきまして、5,939

万円余をお願いしております。 
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 主な事業としましては、(1)人権啓発活動

市町村委託事業、これは、市町村が行う人権

啓発活動を支援する経費であります。 

(2)広報・啓発事業、これは、当課が行う

広報・啓発事業に要する経費であります。 

 続きまして、下段の社会福祉総務費であり

ます。２億1,820万円余をお願いしておりま

す。 

 一番右の説明欄をお願いします。 

 ２、地方改善事業費につきまして、１億

5,566万円余をお願いしております。 

 内訳としましては、(1)地方改善事業費、

これは、市町村が設置、運営する隣保館事業

を支援する経費であります。 

(2)人権問題連携調整費、これは、行政や

関係団体等と連携した啓発活動に関する経費

であります。 

 以上、合計３億2,216万円余をお願いして

おります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○緒方勇二委員長 以上で環境生活部の説明

が終了しましたので、質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○内野幸喜委員 11ページの最下段、環境立

県推進費１億2,700万円、その次のページに

かけて、新規の事業で(2)から(5)までありま

す。 

一昨年、知事がＣＯ２排出ゼロということ

を、これは、全国に先駆けて宣言されまし

た。それに基づいて、いよいよ県としても具

体的な事業に入ってくるというこの事業数だ

というふうに私は認識しています。 

 2050年というと、30年後ですね。ただ、こ

の30年後というのが、非常に想像しづらいと

いう意見もあるのもまた事実です。ですか

ら、私としては、これから30年にかけてゼロ

カーボン等を実現していく中で、ある程度、

まあ５年ごとのスパンとか、そういう短いス

パンごとの目標設定をするべきじゃないかと

いうふうに思っています。 

 それと、先ほど部長の総括説明の中でも、

企業等との協議体を設置というのがありまし

たし、やっぱりこれを達成していくために

は、企業の協力も必要ですし、あとやっぱり

県民の中に、皆さん方にも機運を醸成する、

そういう動きを図っていくということも大事

だと思います。 

 そういうことも踏まえて、これはいろいろ

な事業がありますが、その辺をまずはどうい

うふうに考えているのかというのを環境立県

推進課長にちょっとお聞かせいただきたいと

いうふうに思います。 

 

○財津環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 今委員の御指摘のとおり、一応大きな目標

としましては、2050年ＣＯ２排出実質ゼロと

いうのが大きな目標でございます。 

 それに向けまして、１つの中間目標として

は、10年後の2030年度の削減目標というの

を、基準年度何％かということで削減目標を

設けて、それから、それを基に５年間の、ま

あいろんな産業部門とか運輸部門、家庭部門

とかがありますので、それぞれ目標を設定し

ていろんな事業を組み立てていきたいと思い

ます。 

 その中で、やはりちょっと先ほどの説明

で、温室効果ガスの半分以上が今のところ産

業部門であったり業務部門であったりします

ので、まずそこをしっかりと事業者さんの協

力をもってＣＯ２削減に取り組んでいきたい

というふうに考えております。 
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 今言った内容につきましては、今日午後の

報告事項の環境基本計画のほうで御報告させ

てもらいますが、その中でもうちょっと詳細

に説明を申し上げたいというふうに思ってお

ります。 

 

○内野幸喜委員 分かりました。 

 新しいくまもと創造に向けた基本方針の中

のこれは40ページだったですかね、ちょっと

箇条書きで幾つか書いてあったのを見たので

すが、午後の報告の中で説明をされるという

ことなので、全体的なことはそこでお伺いし

たいと思います。 

 それで、個別のちょっと事業についてお聞

かせいただきたいんですが、(5)の球磨川流

域における一定基準以上の断熱仕様住宅の新

築、リフォームに対する助成、この辺ちょっ

と具体的な中身をお聞かせいただければなと

いうふうに思います。 

 

○財津環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 この一定基準以上の断熱仕様に助成という

ことで先ほど説明しましたが、一応参考とし

ておりますのが、先行事例として、環境省の

ほうでも住宅断熱支援事業というのを持って

いまして、それと同様の基準を設けていま

す。 

 例えば、例として言いますと、窓につきま

しては、ちょっと専門的なんですが、熱貫流

率という値がございまして、それが2.33より

低いということで基準を設けています。これ

は、建築物省エネ法というのがございまし

て、本県の地域の基準よりももう１ランク上

の基準ということで、通常よりももっと高断

熱の仕様を導入することによってＣＯ２削減

を図っていこうというものでございます。 

 大体、その追加建材費、高断熱をすると建

材費が約100万ぐらいかかるという想定で、

補助率が３分の１、上限30万というふうに考

えております。 

 一応、来年度につきましては、おおむね対

象として260件程度ということで、この260件

の根拠は何かと申しますと、人吉・球磨地域

を今回モデル地域として考えているんです

が、その中で、３年間で新築、リフォームを

する想定プラス政策誘導としてこういう高断

熱を30％図っていこうと、それが大体３年間

で800件より下回る780件程度というふうに考

えております。そのうちの１年目として、来

年度は、260件を想定ということでスキーム

をつくっております。 

 

○内野幸喜委員 今課長のほうで政策誘導と

いう話がありましたけれども、まさに私は政

策誘導してでも、特に球磨川流域なので、県

のゼロカーボンという意味合いもあります

し、それから球磨川流域の復興という意味も

ありますので、もっと積極的にこれはやって

もいいのかなというふうに思います。 

 それともう１点、ちょっとこれは違う課で

もいいですかね。ひょっとして今のところで

誰か関連があるならですけれども。 

 

○緒方勇二委員長 関連はないですか。――

なら、続けて内野委員どうぞ。 

 

○内野幸喜委員 そうしたら、人権同和政策

課のほうにちょっとお伺いします。 

 これは新規事業とかではないんですけれど

も、人権同和政策課のほうで、人権啓発の高

揚を図るための広報啓発活動の実施と、これ

は、例年、この予算というのは含まれていま

す。 

 この１年を見たときに、これまでになかっ

た事案として、やっぱりコロナというのがあ

ります。県内でも3,000名を超える方々がコ

ロナの陽性者ということになりました。ここ

２日間ぐらいは陽性者というのは出ていませ

ん。 
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 この１年を見たときに、陽性となった方々

への様々なやっぱり誹謗中傷等がありまし

た。この誹謗中傷等についても、事実に基づ

かないものもやっぱりありました。 

 そういったことも踏まえて、何かしらまず

この１年間、人権同和政策課のほうでアクシ

ョンというか、何かやったことはあるのかと

いうのをちょっとお聞かせいただきたいなと

いうふうに思います。 

 

○緒方人権同和政策課長 この１年間で、人

権同和政策課が誹謗中傷対策等について何を

やったかという御質問だったと思うんですけ

れども、まず人権同和政策課独自の取組とし

ては、まず、テレビで「ココロスイッチ」と

いうＣＭをやりました。これが合計で162回

放送しております。このほか、例えばラジオ

で、スポットとして人権への配慮をするとい

うことで、合計で65本程度、そして、新聞で

は、５紙、全３段で人権への配慮、あるいは

今度３月20日と27日なんですけれども、こち

らに医療従事者等へのメッセージ、これらを

掲載したいと考えております。 

 このほかに、街頭広告としましては、下通

のＣＯＣＯＳＡ前に町なかビジョンというの

があるんですけれども、あれを令和２年の12

月から流しております。そのほか、インター

ネット、あとはユーチューブの動画配信、そ

して特設ホームページ等に取り組んでまいり

ました。 

 以上であります。 

 

○内野幸喜委員 いろんな取組をやってこら

れたと。裏を返せば、やっぱりそれだけコロ

ナ禍の中でいろんな誹謗中傷があったんだろ

うというふうに思っています。 

 私の地元でも、企業のクラスターが発生し

ました。そのとき、いろんな事実に基づかな

いうわさとか誹謗中傷もありましたので、や

っぱりこういったことというのは起こるんだ

ということは私も分かっています。 

 これをゼロにするというのはなかなか難し

いのかもしれませんが、やっぱり人権同和政

策課としても、これは医療政策課とか健康危

機管理課とかと連携しながら、正しく恐れる

ということがやっぱり必要だと思いますの

で、こういうことは起きないんだということ

をちゃんと正確性を持って、正しく恐れると

いうことを徹底して皆さんに周知していく、

啓発していくということが大事だろうという

ふうに思っています。 

 それから、もう１点付け加えて質問させて

いただきたいんですが、さっき話した、私の

地元で企業によるクラスターが発生しまし

た。これは、もうオープンになっていること

です。以前の委員会でもお話ししましたが、

100何十名かの企業内でのクラスターが発生

して、うち延べ人数で49名の外国人の方が陽

性となりました。 

 そのときに、外国人の技能実習生の方々に

対して差別的なことがあるんじゃないかと非

常に心配しましたけれども、地元に関して言

うなら、それはありませんでした。むしろ周

りのほうが心配されていたけれども、地元で

はなかったんですね。 

 その企業の人の話を聞いても、むしろもう

仲間だと、非常に同士と思っていると。やっ

ぱり非常に心配して、結果として、ベトナム

の総領事のほうからも県に対しても感謝の意

が示されたと思います。 

 そういうケースはそれでよかったんです

が、今回の一般質問でも外国人技能実習生の

質問もありましたが、今県内にたくさんの方

がいらっしゃっています。今は、一時的にそ

れぞれの国に戻ることができなかったりと

か、また、来られることができないケースも

出てきていますが、今後この数は減ることは

ないと思います。 

 今後、このコロナに関してのみならず、こ

れから外国人との共生社会ということになっ
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ていきます。そうしたことの人権啓発につい

ても、積極的に県としてやっぱり取り組んで

いくべきだと思いますが、その点の何かしら

今やっていることについてお聞かせいただけ

ればなというふうに思います。 

 

○緒方人権同和政策課長 人権同和政策課で

あります。 

 御質問の件、外国人の方に対する人権につ

いて、どのような取組をやっているのか、あ

るいは今後やっていくのかにつきましてなん

ですけれども、これにつきましては、この12

月に人権教育啓発基本計画をつくりまして、

その中でも述べておりますけれども、まずは

外国人の方との相互理解を深めるための啓発

交流促進というのは、これは大事と思いま

す。 

 その一つとして、例えば、今回の事業にも

取り上げておりますけれども、ヴォルターズ

と連携しまして、ヴォルターズ、外国人の方

が結構入っていらっしゃるんですが、ヴォル

ターズの方と中学校あたりをリモートで結ん

で、お互いどういうことに困っているとかあ

るいはどういうことに自分は一生懸命になる

べきかというようなやつで、リモートで中学

校と交流を図っていました。 

 その中で、外国人選手がおっしゃるのは、

やっぱりお互い理解し合おうと、そういう気

持ちが大事なのかなということをおっしゃい

ました。そのようなものも含めて、お互い外

国人との相互理解を深めるような事業を展開

していきたいと、このように考えておりま

す。 

 以上であります。 

 

○内野幸喜委員 さっき私は技能実習生の方

々の話しましたが、５年とか、まあ特定技能

とかはちょっと年数変わってきますが、いず

れは母国に帰られると。そうしたときに、非

常に熊本県というのはよかったと、熊本県の

皆さん方にも大変よくしていただいたと、環

境もよかったと、そう言ってもらえるよう

に、今後、そういったところの対応もしっか

りしていただきたいなというふうに思いま

す。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○小早川宗弘委員 39ページ、熊本県自転車

の安全で適正な利用の促進に関する条例の一

部改正というふうなことで、今回ちょっと目

玉となるようなのは、自転車損害賠償保険等

への加入の義務づけというふうなことで、非

常に自転車の利用者による大きな事故も発生

しているというふうなことで、これは大切な

ことだというふうに思うとですよね。 

 私も、３年ぐらい前に自転車を買って、そ

この自転車屋さんで保険に入ったと思うんで

す。入ったかどうか、ちょっと記憶がだんだ

んだんだん薄れてくるとですよね。あれ、こ

の保険は何年で更新だったかなとか、その保

険会社からも何も連絡がないものですから、

そういう切替え、更新とか、その辺もうまく

やっていかぬと、せっかく新しい自転車を買

って、数年乗って、保険が実際事故ったとき

に切れとったとか、その辺を細かくやっぱり

見ていかぬとあんまり意味がないのではない

かなというふうに思いますけれども、そうい

ったところについてはどういった考えなの

か、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○田元くらしの安全推進課長 先生お尋ねの

自転車保険につきまして、これは、一般的に

自転車保険といいましても、種類がたくさん

ございます。 

 幾つか説明しますと、まず、自転車販売店

で自転車を販売する際に掛けていただくＴＳ

保険というのがございます。これにつきまし
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ては、１年ごとの契約になります。買った

後、１年後にまた自転車を整備する、その際

にまた新たな保険を掛けていただくというこ

との繰り返しとなります。そのほかには、損

害保険会社が契約関係をやっておる保険、ま

た、自転車保険という名前はつかなくとも、

火災保険だったり、傷害保険だったり、その

特約につける保険が個人賠償責任保険といっ

た名称でございます。あるいは、ふだんお乗

りの自動車、これに特約でつける保険等もご

ざいます。 

 ですから、加入を義務づけるということに

なりますけれども、それぞれがどういう保険

に入っているのかなというのをまずは確認し

ていただくということが必要なのかなという

ふうに考えているところです。 

 その保険の期間につきましては、保険証券

等で御自分で確認していただくということに

なると思います。 

 以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員 確かにそうですね。火災

保険とかあるいは自動車にもオプションで個

人賠償保険というのがついとって、自転車保

険の代用にもなるというふうなことで、私な

んか火災保険も入っとれば自動車保険も、そ

れぞれ個人賠償にも入っているものですか

ら、これは、事故ったときとか、何か被害を

賠償せんばんときになったら、保険会社で話

し合って割合負担を何かちゃんと精査するら

しいんですけれども、この自転車保険で、そ

の所有者の方がどういった保険に入っている

のかというのが明確には、これはやっぱりな

かなか、火災保険の賠償保険に入っとるけん

この自転車保険には入らぬとか、そういう判

断も非常に難しい保険ではないかなというふ

うに思いまして、先ほど更新については、自

分で気づかないと更新ができないというふう

な状況で、自転車保険証書というのは、多分

来ぬとですよね。できれば、何かステッカー

んごたっとも、何年何月までの保険というふ

うな工夫も何か必要ではないかなというふう

に思いますので、この自転車については何年

までの保険ですよとステッカーを貼るとか、

そういうのも自転車の販売店に工夫してもら

って行っていくというふうなことのほうがよ

り非常に理想的な形になるかなというふうに

思いますので、ぜひその辺も工夫をして今後

実施していただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 答弁はよろしいですか。 

 

○小早川宗弘委員 何かあれば。 

 

○田元くらしの安全推進課長 先生からあり

がたいお話いただきまして、ありがとうござ

います。 

 ステッカーという話ございましたが、先ほ

ど御説明しました保険につきましては、自転

車本体に掛ける保険と人に掛ける保険という

のがあります。自転車本体に掛ける保険であ

れば、ＴＳマークというのを自転車販売店で

交付して自転車に貼ってもらうというような

制度が既にございます。 

 あと、その契約者ごとに掛ける保険という

のは、その契約者がどの自転車に乗っても保

険の適用を受けることができるということに

なりますので、そこのステッカーについて

は、現状はどうなのかというように考えてい

るところです。 

 以上です。 

 

○小早川宗弘委員 せっかくいい制度で、全

自転車について保険が掛かっとれば、やっぱ

り自転車に乗る人もあるいは歩行する人も非

常に安全度が高まるのかなというふうに思い

ますので、何かそういった課題もあるという

ふうなことを認識していただいて。 

 車は、２年に１回あるいは新車の場合は３
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年に１回車検があって、その車検の際に自賠

責保険というのは切り替えていくわけでしょ

う。自転車も、何かそういう定期的な検査が

あるたびに、その販売店の皆さん方にしっか

りと、保険の継続性とか更新とか、その辺も

見てもらうというふうなことも指摘してもら

うような、そういうふうな環境づくりもやっ

ていただければというふうに思います。 

 以上です。 

 

○前田憲秀委員 同じく39ページですが、私

も小早川先生の御意見に全く賛同で、いい条

例だと思います。 

 ただ、先ほど自動車の任意保険なんかで

も、賠償の中に――この間私はこういう事例

があったんですね、保険会社をちょっと変え

ますと、ただ補償内容はほとんど一緒です

と、何が違いますかと言ったら、その賠償保

険の中に自転車に乗ったときの補償がつきま

せんとかですね。保険会社も様々ですよね、

商品ですから。 

 だから、まずは、自転車の事故が多くて、

賠償額は大変なときはこんなありますという

周知は今まで以上にやっていただきたいとい

うのが一つと、それと、子供たちの自転車

が、まあ我々の頃は自転車を買ってもらうと

いうのは一つのステータスでもあったわけで

すけれども、今はもう簡単に自転車に乗れる

時代で、乗り方も最近特に危険だなという気

もいたします。 

 ですから、例えば、警察との連携、それと

ＰＴＡ、小学校との意思疎通というんです

か、そこら辺の連携はもちろんされていると

思うんですけれども、何かこの条例改正で違

い、こういうことというのはありますかね。 

 

○田元くらしの安全推進課長 自転車の保険

についての種類がいろいろあると、ちょっと

分からないところもあるというお話でした。

確かに、分からないところが結構あると思い

ます。 

 先ほど説明した内容で、本人自身が自転車

保険に加入しているかどうか、これにつきま

して、県のホームページにフローチャート図

というのを掲載させてもらっております。Ｔ

Ｓマーク、かたっていますか、かたってない

ならほかの自動車保険あるいは傷害保険等の

特約にかたっていますかとかですね。それを

御自分で追っていかれて、今かたっているか

どうかを確認いただければなというように思

うところです。 

 それと、子供たちの自転車の乗り方につい

て危険だというお話につきましては、確かに

危険な運転をする子供さんたちもたまには見

るところですけれども、県は、警察あるいは

学校、そのほか婦人会の交通安全母の会とか

ございます。こういったところと連携して、

子供自転車教室だとかあるいは自転車大会と

いうのを開いて、乗り方について、安全な、

適正な乗り方をしてもらえるようにというよ

うな指導、啓発もやっております。今後も継

続して積極的にやっていきたいと思います。 

 以上です。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございます。 

 保険というのは、今回、水害とか被害に遭

ったときもそうですけれども、被害に遭った

ときに改めてありがたみを感じるものであっ

て、本来、保険を掛けましょう、保険は大丈

夫ですかというときには、あんまり意識がな

いものだと思うんですよね。ですから、まず

はその交通安全面、そういったところの両面

からもしっかり啓発、いい条例だと思います

ので、全国に先駆けて発信できるようにやっ

ていっていただきたいなというふうに思いま

す。要望させていただきます。よろしくお願

いします。 

 

○緒方勇二委員長 課長、これは私の実体験

ですけれども、私の子供が、台風が来るとき
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にタクシーと接触を起こしまして、示談交渉

に大変難儀しました。１年かかりました。保

険によっては、示談交渉をしてくれない保険

もあるわけですね、当事者同士でやってくだ

さい。ですから、その辺の啓発をやっぱり盛

り込んで、実りある条例にしていただければ

なというふうに思います。要望です。 

 

○田元くらしの安全推進課長 分かりまし

た。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○藤本環境生活部長 補足で、すみません。 

 自転車条例に関して、いろいろ御意見あり

がとうございます。 

 私どもも、その周知がやっぱり一番大事だ

と思っていまして、４月に入ってから事業の

連携会議というのを設けようとしていまし

て、その中に県警とか市町村とか、あと教育

関係あるいは損保代理店の協会とか、そうい

うところに入っていただいて、しっかり周

知、県からだけ周知するんじゃなくて、いろ

んな方面から周知をしてもらうし、保険、あ

る意味お勧めされるときにそういう勧め方も

してもらうとかですね。 

 実際に、幾つかの損保代理店のほうから協

力したいという申出もあっていますので、そ

ういった各方面から周知をして、自分ができ

るだけ気づいてもらうあるいは気づかなくて

も保険会社のほうで気づいてもらうと、そう

いったことでやっていければなというふうに

思っています。やりながら、いろいろ工夫し

ながらやっていきたいと思いますので、頑張

りたいと思います。 

 

○島田稔委員 私は、荒尾市内の国道筋に住

んでいるんですけれども、300～400メーター

先に荒尾海陽中学校というのがあって、自転

車で我が家の前を通っていくとき、100人が

100人とも歩道を走っています。大体自転車

は車道を走るんですかね、歩道を、ちょっと

お尋ねしたい。 

 

○田元くらしの安全推進課長 基本的には車

道を走らなきゃ駄目だと、ただ、車道が車の

通行があって危ないという場合は歩道を走っ

ていいと。ただ、その場合も、車道側のほう

に寄って歩道を走ってくれというような感じ

になっております。 

 

○島田稔委員 それが違反であるなら、加入

しても保険なんか出るのかなみたいなことを

ちょっと感じたものですから。 

 ただ、車道側を走っとるような子たちは、

２台、３台連なって行っていますので、そこ

ら辺は、やっぱり学校にも指導の強化という

のもある部分必要じゃないかなというふうに

はちょっと感じておりますけれども。 

 以上です。 

 もう１点、いいですか。 

 

○緒方勇二委員長 はい。どうぞ。 

 

○島田稔委員 環境保全課で先ほど、15ペー

ジ、４番、硝酸性の対策推進事業で913万、

これは、地下水が荒尾市はあんまりよくない

ということなんでしょう、端的に言うと。 

 

○葉山環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 この荒尾地域の削減計画を平成15年に作成

しておりまして、作成した当時は、梨農家と

かそういうところからの施肥由来、肥料由来

で地下水の硝酸が高いところが見られたとい

うことで、今現状としましては、荒尾地域に

ついては減少傾向にはございます。 

 ただ、非常に減少するのに時間がかかりま

すので、そこのところはまだ農政とかと連携
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しながらしっかり取組をやっていく中で、今

度またその第２期計画を、今第１期計画を検

証しながら、これから策定していくところで

ございます。 

 

○島田稔委員 市内にはたくさん井戸があっ

て、昔から荒尾の場合は地下水に頼ってきた

わけですよ。したがって、市制施行は昭和17

年なんですけれども、それまでは荒尾町とか

平井村とか清里村とかと合併して荒尾市にな

ったんですが、清里村で当時の福岡県大牟田

市と契約をして、清里村の地下水は大牟田が

くみ上げていいよと、だから、本市自体が地

下水に頼っとるものですから、過剰用水にな

ったんですね。したがって、海の海水よりも

地下水の水位が下がっとる状態で、非常に塩

水化現象になってきた、そういった関係があ

るのかなと思ってちょっとお尋ねしたんです

が、それはないですか。 

 

○葉山環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 今の塩水化のことについては、今ちょっと

手持ちの資料がございませんので、またそれ

は調べた上で、委員長の了解をいただいた上

でまたその点については。 

 硝酸性窒素については、今のところ減少傾

向になってきておるところです。 

 

○島田稔委員 ありがとうございます。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○城戸淳委員 循環社会推進課にちょっとお

尋ねいたします。 

 22ページになりますけれども、一般廃棄物

の対策に関しては、先ほど言われました新規

で海洋プラスチックごみ対策に対しては、非

常にいいことだなと思っておりますけれど

も、今の産業廃棄物の対策、その中の１の、

これは前から私いろんな要望を受けておりま

して、不法投棄の話ですけれども、先ほどパ

トロールということでこの予算は上がってお

りますけれども、実は、私も玉名のほうです

けれども、河川の右岸、左岸とかありますけ

れども、例えば左岸が、道路があるところは

通学路としてＰＴＡとかで除草作業もされて

おりますけれども、右岸側は道路が狭くて、

草がここも生えてしまって、そこに非常にい

つも、例えば電化製品とかいろんなやつが捨

てられとっとですよ。 

 これは、前から比べると不法投棄はかなり

減っているとは思いますけれども、もういた

ちごっこと言いましょうか、その隣の農地の

農家の方は、そっちのほうまで捨てられて、

朝方までずっと監視するような状況で、１回

は捕まえたそうなんですよ。結構若い方だっ

たらしいんですけれども、そして、そういう

のがあって、また結局今度は、草があるもん

だけんそこに捨てられながら、また、夜中で

しょうか、捨てられて、これがいたちごっこ

で、いろいろ不法投棄に対してなかなか糸口

が見つからないということで、かなり私も要

望を受けるんですけれども、まあそこだけじ

ゃなくていろんなところ、やっぱり河川の草

が生い茂っているところに結構不法投棄があ

っとですよ。 

 そういう中で、そのパトロール、私も保健

所に行って要望もしておりますけれども、パ

トロールですよね。その重点区域とか、多分

いつも捨てられるというのは、いろんな地域

の方の要望で上がってくると思うとですけれ

ども、そういう、何と言いましょうか、全体

で調査をして、やっぱりここにいつも捨てら

れるとかいう、まずは何か調査をしていただ

いて、そして、そこを重点にパトロールをす

るとか、何かちょっときめ細かなパトロール

もしていかんといかぬのかなと。 



第８回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和３年３月16日) 

 - 19 - 

 ただ、減るのかどうかはちょっとパトロー

ルだけでは分からぬですけれども、私が思う

には、やっぱり環境かなと思うとです。捨て

られるような環境がそこにあるから、来た方

がちょっと捨てられるというのが何かあるの

かなと思いますので、ちょっとその辺に関し

てはどうでしょうか。 

 

○小原循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 不法投棄についてお尋ねをいただきまし

た。 

 こちらの事業は、監視の指導員につきまし

て、全部の保健所に警察ＯＢの方あたりを配

置して、保健所で計画的、そしてポイントを

絞ってやっていると伺っております。 

 そういったような住民の方とかの、まあよ

くある場所ですとか、そこも踏まえて、引き

続きやっていくように、また保健所のほうに

指導したいと思っております。よろしくお願

いします。 

 

○城戸淳委員 この不法投棄はなかなかなく

ならないというか、そういう意識の問題だと

思うんですけれども、その辺は結構いろんな

農地のほうにまだごみとかがあると、非常に

労力がまたそこにかかるもんだけん、農作業

する前にそれを片づけてして、またそるばっ

てんあると、そういうのがあるもんだけん、

非常にその辺は注意して、よければパトロー

ルの強化もお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○前田憲秀委員 30ページの消費生活課さん

にちょっとお尋ねをしたいんですけれども、

ちょっと金額は計画なので少ないんですけれ

ども、食品ロスの削減、これは、何か展望的

なものはありますか。こういうふうにもって

いこうみたいな展望的な。 

 

○枝國消費生活課長 食品ロス削減推進計画

につきましては、国のほうから基本的な指針

が示されておりまして、もともと食品ロスと

申しますのが、46％が家庭から排出されたご

み、あとは事業系が53％という形になってお

ります。ですので、家庭系のほうからいかに

減らしていくか、事業系からいかに減らして

いくかという取組が必要だというふうに考え

ております。 

 来年度、有識者会議も構成いたしまして、

外部の御意見などもお聞きしながら具体的な

施策は検討していきたいと思っておりますけ

れども、先ほど御説明申し上げたように、生

産、製造、流通、販売、消費の各段階でいか

に普及啓発を進めていくか、あとは事業者に

関しては、いかに、例えば小分けのものを作

っていただく、そういったものの普及啓発も

進めていきたいというふうに考えておりまし

て、各段階で必要な施策を、来年度有識者会

議なども含めながら検討していきたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございます。 

 国からの指針、指導もあってということな

んですけれども、これは非常に重要な問題と

思っていまして、例えば、今世界で年間廃棄

されるこの食品ロスの量というのは、ＷＨＯ

が言う飢餓で苦しんでいる人たちの食料の数

を十分に上回ると、そういう周知も必要です

し、今具体的に小分けとか様々言われました

けれども、事業者の協力というのは物すごく

必要だと思うんですね。例えば、ホテル業界

にこの食品ロスを言ったら、そんな、サービ

スの中で、例えば今まで10出していたのを７

とか８なんていうのはできませんとかいう話

もあるでしょうし、非常にこれは議論が難し
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い、かみ合わない話にはなってくる。でも、

非常に大事なテーマではあるかと思いますの

で、予算は130万円ぐらいしかついていませ

んけれども、ぜひ大きな予算を取れるよう

に、発展的にやっていただきたいなと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、説明員の入替えのため、ここで

５分間休憩いたします。 

 再開は、11時15分からといたします。 

午前11時10分休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時15分開議 

○緒方勇二委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行いますが、

質疑については、執行部の説明を求めた後に

一括して受けたいと思います。 

 なお、執行部の説明は、効率よく進めるた

めに、着座のまま簡潔にお願いします。 

 初めに、商工労働部長から総括説明を行

い、続いて、関係課長から資料に従い説明を

お願いします。 

 まず、藤井商工労働部長。 

 

○藤井商工労働部長 おはようございます。 

 今回提出しております議案等の説明に先立

ち、新型コロナウイルス感染症及び令和２年

７月豪雨災害への対応につきまして、概略を

申し述べます。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症への対

応につきましては、現在、営業時間短縮の要

請に御協力いただきました飲食店の皆様への

協力金のお支払いを進めております。これま

でに、延べ１万2,000件を超える申請に対し

て、約6,800件を支給させていただいており

ます。できる限り早急にお支払いできるよ

う、引き続き取り組んでまいります。 

 また、加えて、２月補正予算として議決い

ただきました事業継続・再開支援一時金事業

につきましては、直後の３月１日から申請受

付を開始しており、また、業態転換等支援事

業につきましても、３月５日から受付を開始

しております。 

 事業者の皆様が、売上げの回復や新たな事

業展開につなげていただけるよう、国の経済

対策も最大限に活用しながら、引き続き全力

で取り組んでまいります。 

 次に、７月豪雨災害への対応についてで

す。 

 なりわい再建支援補助金につきましては、

２月26日に第３回の交付決定を行っておりま

す。99事業者に対し、総額11億4,000万円の

交付決定を行っており、これまでの交付決定

の累計は、141事業者、総額14億9,000万円と

なっております。 

 ３月１日から昨日15日までは、第７次受付

を実施しております。引き続き、国との協議

を進め、できる限り速やかに交付決定を行う

とともに、商工団体などと連携を密にして、

きめ細かな相談対応等を行い、被災された事

業者の皆様に寄り添った支援を行ってまいり

ます。 

 それでは、商工労働部関係の議案の概要に

つきまして御説明申し上げます。 

 令和３年度当初予算は、一般会計で869億

200万円余、中小企業振興資金特別会計など

４特別会計で22億4,800万円余、総額で891億

5,100万円余を計上しております。 

 主なものとしましては、令和２年７月豪雨

への対応として、なりわい再建支援補助金の

早期支給を目的とした審査委託事業や被災地

域への企業進出を促進するための補助率のか

さ上げ並びに再エネ先進地創造のための基礎
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調査の実施でございます。 

 新型コロナウイルスへの対応として、売上

げが減少した中小企業等への資金繰り支援や

離職者の再就職支援などをお願いしておりま

す。 

 加えて、ポストコロナ時代への対応とし

て、地域経済の持続的な発展と新時代を牽引

する産業の形成を目指すため、次世代を担う

人材育成や高等技術専門校等の施設整備、さ

らには、空港周辺地域における新産業創出の

ための計画策定等がございます。 

 複数年度にまたがる委託契約等に係る債務

負担行為の設定についてもお願いしておりま

す。 

 また、権利の放棄及び財産の処分について

お諮りしております。 

 以上が今回提出しております議案等の概要

でございますが、詳細につきましては、関係

課長が御説明いたしますので、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

 

○緒方勇二委員長 引き続き、担当課長から

説明をお願いします。 

 

○臼井商工政策課長 商工政策課でございま

す。 

 予算説明資料の46ページをお開きくださ

い。 

 商工政策課分の当初予算計上事業を御説明

させていただきます。 

 １つ目、労政総務費として、5,600万円余

を予算計上しております。 

 内訳に関しましては、説明欄を御確認くだ

さい。 

 １つ目が、ワンストップジョブサイトくま

もと運営事業ということで、県内の仕事、就

職等に関する各種情報を提供するサイト、ワ

ンストップジョブサイトくまもと、これの保

守点検経費100万円余を計上しております。 

 続きまして、人材確保強化事業、セミナー

等を通じたＵＩＪターン就職希望者等の掘り

起こしに要する経費として、セミナーやフェ

ア、合同ＰＲイベント等の出展経費、コーデ

ィネーターの設置経費等を予算計上しており

ます。 

 続きまして、「くまもとではたらく」若者

の県内定着促進事業として、熊本、東京、大

阪、福岡に設置しておりますＵＩＪターン就

職支援の相談窓口の設置費用及びＵＩＪター

ン就職希望者あるいはＵＩＪターン就職希望

者を雇用したい県内企業の掘り起こし、これ

に要する経費として、4,200万円余を計上し

ております。 

 続きまして、商業総務費として、１億

5,500万円余を計上しております。 

 １番と２番の(3)までは、商工政策課の職

員給与費であったり、事務費等を計上させて

いただいております。 

 最後の２番、商業指導費の(4)中小企業強

靱化ＢＣＰ推進事業に関しまして、800万円

余を計上させていただいておりまして、中身

としましては、県内中小企業の事業継続計

画、いわゆるＢＣＰ等の策定等を促進するた

め、セミナーやワークショップを開催するた

めの経費を計上しております。 

 続きまして、大阪事務所費として、8,700

万円余を計上させていただいております。 

 続きまして、福岡事務所費として、2,200

万円余を計上させていただいております。 

 商工政策課は以上でございます。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 次の49ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計につきまして、主なものを

御説明いたします。 

 まず、商業総務費につきましては、600万

円余をお願いしております。 

 右側説明欄(2)商店街活性化支援事業は、

商店街の活性化の取組を支援するハード、ソ
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フトに係る経費でございます。 

 次に、中小企業振興費につきましては、

768億5,400万円余をお願いしております。 

これは、前年度と比較しまして362億円余

の増加となってございます。主な要因は、右

側説明欄の２、金融対策費の中小企業金融総

合支援事業で361億円の増ということになっ

てございます。 

 この事業は、中小企業向けの融資制度に係

る貸付けの原資、保証料補助等に要する経費

でございます。今年度の新型コロナ対応融資

の増加に伴い、来年度の金融機関への貸付原

資が大幅に増加することによるものです。な

お、令和３年度の新規の融資枠につきまして

は、記載のとおり、400億円を確保しており

ます。 

 50ページをお願いいたします。 

 ３の中小企業団体等補助金は、中小企業団

体中央会等に対する人件費や事業費の補助で

ございます。 

 ４の運輸事業振興助成費は、軽油引取税の

収入額に応じて交付される熊本県トラック協

会に対する補助でございます。 

 51ページをお願いいたします。 

 ５の(1)小規模事業者復興支援コーディネ

ート事業は、熊本地震の被災事業者に対して

専門家が行う総合的支援に係る経費でござい

ます。 

 ６の(1)商工会商工会議所・商工会連合会

補助は、商工会等に対する人件費、事業費の

補助でございます。 

(2)くまもと型小規模事業者経営発展支援

事業は、販路開拓や生産性向上の取組を行う

熊本地震の被災小規模事業者に対する補助で

ございます。 

 次に、52ページをお願いいたします。 

 商工施設災害復旧費につきましては、３億

4,700万円余をお願いしております。 

 右側説明欄の(1)が熊本地震関連、(2)が令

和２年７月豪雨関連でございまして、補助金

の申請受付等の業務委託のほか、補助事業者

に対する経営支援等に要する経費でございま

す。 

 (1)の熊本地震関連におきましては、益城

町の公共事業の影響によりまして、令和２年

度までにグループ補助金の交付申請ができな

い事業者に対して、グループ補助金と同等の

スキームの県単独事業により支援を行う経費

を計上させていただいております。8,800万

円余を計上しております。 

 以上が一般会計となります。 

 次、53ページをお願いいたします。 

 中小企業振興資金特別会計でございます。 

 上段の中小企業振興資金助成費で1,200万

円余をお願いしております。 

 右側説明欄のとおり、貸付事務や債権回収

業務に係る経費等でございます。 

 下の元金から次の54ページにかけまして、

事業者からの償還に応じて中小企業基盤整備

機構への償還に係ります元金、利子、違約金

等を計上しております。 

 最後が、県の負担分を一般会計に繰り出す

ものでございます。 

 以上、特別会計と一般会計を合わせまして

783億5,778万円となります。 

 55ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の追加でございます。55ペー

ジは、いずれも継続事業でございます。 

 上段は、中小企業対策融資に係る損失補

償、下段は、中小企業協同組合等の設備投資

促進に係る利子助成でございます。 

 56ページをお願いいたします。 

 昨年５月から運用しております全国統一の

新型コロナウイルス感染症対応資金の利子助

成につきまして、令和３年度に借入れが実行

された場合の３年間の利子助成に係るもので

ございます。 

 次、57ページをお願いいたします。 

 中小企業等復旧・復興支援利子助成としま

して、グループ補助金の交付申請ができない
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事業者を県単独事業により支援するに当たり

まして、事業者の自己負担分の借入れに対す

る利子助成に係るものでございます。 

 少しページを飛びまして、85ページをお願

いいたします。 

 第95号議案、権利の放棄についてでござい

ます。 

 こちらは、中小企業振興資金の貸付債権に

つきまして、権利の放棄を行うものでござい

ます。 

 86ページの概要で説明をさせていただきま

す。 

 今回の放棄案件につきましては、中小企業

高度化資金として、熊本市内で水浄化剤等の

販売を営んでおりました法人に対する貸付債

権でございます。 

 貸付けは、(4)のとおり、平成９年５月に

１億5,600万円を貸し付けております。放棄

する額等は、(3)のとおり、１億1,437万円余

及び未償還元金に係る違約金の請求権となっ

ております。 

 現状につきましては、債務者及び連帯保証

人の状況を(11)に記載しております。 

 当該法人は、休止中で、再開の見込みがご

ざいません。法人登記につきましては、既に

職権で解散とされてございます。また、法人

の資産につきましても、貸付けの担保物件は

競売により売却、債権も既に差し押さえてお

り、現在では資産はございません。 

 また、連帯保証人としては、当法人の役員

だった３名となります。これまで、サービサ

ーを活用した債権回収について、能力調査を

行い、債権の差押えを行っております。 

 現状では、記載のとおり、いずれも高齢で

無職で資産もないということで、返済する資

力がないものと判断しております。 

 ２の権利の放棄を行う理由としましては、

今申し上げましたような状況の中で、貸付け

の法人が事業を休止し、差し押さえる資産が

なく、連帯保証人の著しい生活困窮により県

の債権放棄基準に該当し、任意の交渉、強制

執行の手段によっても債権の回収は不可能と

認められることから、権利の放棄を行うもの

でございます。 

 これまでの決算特別委員会委員長報告にお

きましても、回収金の回収に当たっては、県

民負担の公平性の観点とともに、回収額と回

収に要するコストとの費用対効果の観点も併

せて考慮すべきと考えるとの御意見をいただ

いております。 

 当課としましては、今後とも公平性の観点

から粘り強く債権回収に努めてまいります

が、相当の努力を行ってもなお回収が不可能

な案件につきましては、県の債権放棄基準に

基づく放棄を行うことで、回収の見込みがあ

る案件に注力をしてまいりたいと考えており

ます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 ページお戻りいただきまして、58ページを

お願いいたします。 

 主なものを御説明いたします。 

 まず、労政総務費ですが、１億8,500万円

余をお願いしております。 

 説明欄の２の(2)テレワーク推進体制強化

事業は、テレワークを活用した多様な働き方

を支援し、新たな雇用の創出等を図るため、

テレワークの普及やコワーキングスペース等

のネットワーク化に係る経費でございます。

 また、(3)熊本を「知る」・「会う」プロジ

ェクト事業は、若者の県内就職を促進すると

ともに、学生、企業双方の就職活動を支援す

るため、県内企業の魅力発信や企業説明会の

開催などに係る経費でございます。 

 59ページをお願いいたします。 

 下段の職業訓練総務費で４億6,700万円余

をお願いしております。 
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 説明欄の２の(2)熊本県職業能力開発施設

拠点化推進事業は、熊本市南区の高等技術専

門校の建物の再整備と技能振興センターの設

置に要する基本設計等の経費でございます。 

 60ページをお願いいたします。 

 説明欄の３の認定訓練実施事業は、在職者

に対し、事業主や団体が行う職業訓練の助成

等に要する経費でございます。 

 61ページをお願いいたします。 

 上段の職業能力開発校費ですが、９億900

万円余をお願いしております。 

 説明欄の３の(2)離職者訓練事業は、民間

に委託して実施する離職者を対象とした職業

訓練に係る経費です。 

 次に、下段の技術短期大学校費ですが、５

億2,100万円余をお願いしております。 

 62ページをお願いいたします。 

 説明欄の２の(2)技術短期大学校教育対策

事業ですが、技術短期大学校の照明装置など

の保全、改修工事等に要する経費でございま

す。 

 下段の失業対策総務費では、２億8,900万

円余をお願いしております。 

 63ページをお願いいたします。 

 (3)地域活性化雇用創造支援事業は、再就

職促進のため、委託事業者で雇用し、就業に

必要な研修を実施した後、人材不足の企業に

派遣し、雇用につなげるための経費でござい

ます。 

次に、(4)新型コロナ対応雇用維持・確保

支援事業は、在籍型出向などの兼業、副業に

ついて、シンポジウム開催やマッチング支援

に要する経費でございます。 

(5)くまもと型就職氷河期世代活躍促進事

業は、長期無業状態にある方などに対し、相

談や業務体験などの支援、また、企業に対し

専門家を派遣し、業務の切り出しなど受入れ

環境整備を行う経費でございます。 

(6)熊本県地域無料就労相談窓口運営事業

は、各地域振興局に相談窓口を設置し、きめ

細やかな支援を行うために要する経費で、来

年度より専門的な相談対応を強化するために

業務委託により実施し、相談体制の充実を図

ってまいります。 

 以上、労働雇用創生課、全体で23億7,506

万7,000円をお願いしております。 

 続きまして、64ページをお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 上段の障がい者訓練委託業務、下段の離職

者訓練等委託業務で、一部の訓練については

次年度にわたる訓練となることから、設定を

お願いするものでございます。 

 労働雇用創生課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○大下産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 資料の65ページをお願いします。 

 まず、表上段の農業総務費です。5,698万

円余をお願いしております。産業技術センタ

ー食品加工技術室の運営管理や研究開発等に

要する経費でございます。 

 66ページをお願いします。 

 工鉱業振興費の工業振興費でございます

が、11億2,024万円余をお願いしておりま

す。 

 主な事業について御説明します。 

 まず、(2)の地場企業立地促進費補助でご

ざいます。６億3,132万円余をお願いしてお

ります。これは、地場企業が県内に工場など

を新・増設する際の施設整備費等に対する助

成に要する経費でございます。 

 67ページをお願いします。 

 (6)の第４次産業革命推進事業でございま

す。4,980万円をお願いしております。地域

の中核企業が、ＩｏＴ等を活用したデジタル

トランスフォーメーション、いわゆるＤＸに

取り組むための設備投資などに要する経費で

ございます。 



第８回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和３年３月16日) 

 - 25 - 

(7)の熊本空港周辺地域における新産業振

興創出事業でございます。7,999万円余をお

願いしております。空港周辺地域での新たな

産業創出に向けたＵＸプロジェクトの推進に

要する経費でございます。 

次に、(8)の産業成長ビジョン推進事業で

す。1,970万円余をお願いしております。産

業成長ビジョンの策定に伴い、進捗評価委員

会の設置及びビジョンの推進団体に係る運営

や負担金等に要する経費でございます。 

 続きまして、計量検定費でございます。

4,269万円余をお願いしております。 

 68ページをお願いいたします。 

 これは、産業技術センター計量検定室の運

営管理やタクシーメーターなど計量法に基づ

く計量器の検定、検査などに要する経費でご

ざいます。 

 次に、下段の産業技術センター費でござい

ます。６億9,264万円余をお願いしておりま

す。 

 主な事業について御説明します。 

69ページをお願いします。 

 ３の試験研究費でございますが、２億

3,785万円余をお願いしております。いずれ

も研究開発に要する経費でございます。 

 次に、４の技術指導事業費です。8,214万

円余をお願いしております。 

 新規事業について御説明します。 

70ページをお願いします。 

 (3)県南被災地域の食品加工産業への支援

事業です。1,100万円をお願いしておりま

す。昨年７月の豪雨により被災した焼酎・し

ょうゆ蔵元など、醸造食品企業の蔵つき微生

物資源の保全による商品再現支援及びＢＣＰ

の推進に要する経費でございます。 

次に、(4)ＤＸ導入モデル企業支援事業で

ございます。906万円余をお願いしておりま

す。生産ライン自動化など、ＤＸ導入に取り

組むモデル企業を技術面から支援する取組に

要する経費でございます。 

 下段の新事業創出促進費でございます。

9,622万円余をお願いしております。 

 新規事業について御説明します。 

 (1)くまもとオープンイノベーション推進

事業です。2,788万円余をお願いしておりま

す。コーディネーターの配置等によるオープ

ンイノベーションに必要な連携体構築等の支

援に要する経費でございます。 

 71ページをお願いします。 

 (2)くまもとクロス支援事業でございま

す。1,544万円余をお願いしております。複

数の中小企業等が連携して取り組む新製品・

技術開発への支援に要する経費でございま

す。 

 72ページをお願いします。 

 産業支援課は、当初予算21億6,361万円余

を計上しております。 

 続きまして、73ページをお願いします。 

 債務負担行為として、4,125万円の設定を

お願いしております。これは、先ほど66ペー

ジで御説明いたしました地場企業立地促進費

補助において、交付額が多額のものについて

は補助金を分割して交付しており、それに係

る令和４年度への債務負担をお願いするもの

でございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○上塚エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 74ページをお願いします。 

 主な事業を中心に説明させていただきま

す。 

 最下段の工鉱業振興費でございます。

2,647万円余をお願いしています。 

 右説明欄１の工業振興費におきまして、

1,948万円余をお願いしています。 

 (1)の再エネ先進地創造事業は、令和３年

度の新規事業でございますが、２つありまし

て、まず陸上風力発電促進については、球磨



第８回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和３年３月16日) 

 - 26 - 

川流域での環境保全と陸上風力発電導入促進

を両立するため、風力発電推進エリアの設定

等に関する基礎調査です。もう一つのＲＥ

100産業団地設置のための基礎調査は、空港

周辺において、ＲＥ100、すなわち企業活動

に必要なエネルギーを100％再エネで賄うこ

とを目標とすることなんですが、これを施行

する企業が集積する地域を創造するための調

査に要する経費です。 

 次に、75ページをお願いします。 

 (3)の熊本県総合エネルギー計画推進事業

でございますが、今年度策定いたしました第

２次熊本県総合エネルギー計画に基づいた再

生可能エネルギーの導入加速化等に取り組む

ものです。主なものは、太陽光や蓄電池の初

期投資ゼロモデル普及のための基礎調査や県

内全域の企業にＲＥ100の取組を普及促進す

るための基礎調査等です。 

 以上、エネルギー政策課としまして、２億

880万円余をお願いするものでございます。 

 エネルギー政策課は以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○工藤企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 資料をおめくりいただき、76ページをお願

いいたします。 

 主な事業について御説明させていただきま

す。 

 初めに、一般会計でございますが、工鉱業

総務費として46億2,492万円余を計上してお

ります。 

 右の説明欄を御覧ください。 

 (1)貿易企業物流効率化事業でございます

が、これは、県内港での輸出入において、荷

主が利用しているコンテナを企業間で融通し

合うコンテナラウンドユースのモデル事業に

要する経費でございます。 

続きまして、(4)企業立地促進補助でござ

いますが、39億1,376万円余を計上しており

ます。これは、県内において、事業所等を新

設、増設する企業が行う設備投資及び新規雇

用に対する補助に要する経費でございます。 

 77ページをお願いいたします。 

 (6)戦略的ポートセールス推進事業は、熊

本港及び八代港のポートセールスに要する経

費で、国際新規航路を開設する船会社に対し

て経費の一部を補助するものでございます。

 次に、(7)国際コンテナ利用拡大助成事業

では、熊本港及び八代港を利用する荷主企業

に助成を行うものでございます。 

続きまして、(8)市町村施設整備促進事業

ですが、2,500万円を計上しております。こ

れは、市町村が実施するサテライトオフィス

等の施設整備等の補助に要する経費でござい

ます。 

 資料をおめくりいただき、78ページをお願

いいたします。 

 (10)の県外ＩＴ企業・コンテンツ関連企業

等ネットワーク構築事業でございますが、こ

れは、ＩＴ、コンテンツ関連企業の誘致に向

けて、企業間のネットワークの構築や人材育

成等の取組を行うための経費でございます。 

 79ページをお願いいたします。 

 ここからが特別会計でございます。 

 初めに、港湾整備事業特別会計でございま

すが、ポートセールス推進事業として、熊本

港及び八代港の利用促進を図るための活動費

及びそれぞれの協議会を運営する経費とし

て、375万余を計上しております。 

 80ページをお開きください。 

 臨海工業用地造成事業特別会計でございま

す。 

 八代、有明のそれぞれの臨海用地の除草等

の管理と分譲のための広報に要する経費でご

ざいます。合計で2,172万円余を計上してお

ります。 

 81ページをお願いいたします。 

 高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計

でございます。 
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 この特別会計は、菊池テクノパーク等の内

陸工業団地の分譲促進に要する経費及び管理

費等でございます。 

 82ページをお願いいたします。 

 ３段目の元金及びその下の利子でございま

すが、臨空テクノパーク及び菊池テクノパー

ク建設に係る起債償還に要する経費でござい

ます。 

 83ページをお願いいたします。 

 一般会計繰出金１億1,151万円余でござい

ますが、これは、城南工業団地等に係る一般

会計貸付金の償還に係るものでございます。 

 高度基盤整備特別会計では、合計で10億

7,275万円余を計上しております。 

 以上、企業立地課としましては、一般会

計、特別会計を合わせまして、総額で57億

2,316万円余を計上しております。 

 次に、84ページをお願いいたします。 

 債務負担行為として、企業立地促進補助を

お願いしております。 

 本県に立地する企業への補助金につきまし

ては、交付額が多額に上るものにつきまして

は、分割して交付をしております。今般、令

和４年度から７年度までの債務負担として、

19億2,510万円をお願いするものでございま

す。 

 ページ飛びまして、87ページをお願いいた

します。 

 条例関係議案として、財産処分１件を御提

案しております。 

 これは、八代市新港町３丁目９番16ほか２

筆、いわゆる八代外港工業用地の一部を分譲

するものでございます。 

 分譲面積は、３万173平米、処分の相手方

は、株式会社亀万運送、予定価格は、３億

1,078万1,900円でございます。 

 提案の理由は、八代外港工業用地の一部を

工業用地として処分するため、この議案を提

出するものでございます。 

 企業立地課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○緒方勇二委員長 次に、観光戦略部長から

総括説明を行い、続いて、担当課長から資料

に従い説明をお願いします。 

 まず、寺野観光戦略部長。 

 

○寺野観光戦略部長 おはようございます。

観光戦略部です。 

 県内観光に対する新型コロナウイルス感染

症の影響及び今後の観光、経済の回復に対す

る取組について御説明申し上げます。 

 まず、本県観光の現況について、県内の主

要宿泊施設調査における本年３月の宿泊者数

は、新型コロナウイルス感染症拡大前の2019

年同期と比べますと、マイナス58％の見込み

であり、依然として厳しい状況となっており

ます。 

 先月、本県独自の緊急事態宣言は解除され

たものの、首都圏を中心にいまだ国の緊急事

態宣言が続いているため、全国的に十分なマ

インド回復には至っていないことが大きな要

因と考えております。 

 また、県内宿泊施設の組合からも、こうし

た厳しい状況を受け、需要を促す取組などを

求める御意見をいただいております。 

 県内においては、県民及び事業者の皆様の

一丸となった感染防止の取組により、新規感

染者数がゼロまたは１桁の日が続いており、

感染状況は落ち着きを見せております。こう

した状況を総合的に勘案し、気を緩めること

なく、しっかりと感染防止対策を行いなが

ら、地域経済の回復に向けた取組を進めてい

きたいと思います。 

 そこで、本日から、コロナ禍における新し

い旅のスタイルの確立と感染拡大により最も

影響を受けている観光業界への支援を目的と

しまして、「くまもと再発見の旅～身近な人

と身近な旅へ～」と称しまして、県内在住者

を対象とする本県独自の宿泊助成事業を実施
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いたします。 

 今後、春の観光シーズンを迎える中で、ま

ずは感染対策を抑えられている県内から、３

密を避ける平日に、人の流れを分散化する仕

組みを盛り込みながら、そろりそろりと、そ

して着実に地域経済の回復につなげてまいり

ます。 

 続きまして、観光戦略部関係議案の概要に

つきまして御説明を申し上げます。 

 今回提案しております議案は、予算関係が

１件であります。 

 新型コロナウイルスにより、人々の行動様

式や価値観が大きく変容しつつあります。 

旅行スタイルにつきましても、同様、旅行

先の選定には、３密回避や非接触、地方、自

然が重視される傾向にあり、また、これまで

の団体よりも家族、個人といった、より少人

数での行動が増えるなど、変化が生じてきて

おります。 

 こうしたニューノーマル時代の観光トレン

ドにいち早く対応し、他県に先駆けて新しい

観光スタイルを確立することが、本県の観光

産業の立て直しと経済の再生につながると考

えております。 

 このため、令和３年度当初予算では、新し

い観光スタイルの確立に向け、デジタル技術

を活用したスマートツーリズムや新たな旅行

需要の創出と平準化を図り、関係人口の拡大

にもつながるワーケーション、スポーツやア

ニメをテーマとした新しいツールのさらなる

推進に係る経費などについて、予算計上をい

たしております。 

 加えまして、人吉・球磨豪雨被災地域の観

光、物産の復興に係る経費につきましても、

今年度に引き続きお願いをしております。 

 そのほか、教育旅行の需要回復や誘客拡大

のためのプロモーションの実施、県産品の振

興、インバウンド誘致などに係る経費も含め

まして、総額26億1,800万円余の予算を計上

させていただいております。 

 以上、私からの総括説明でございます。 

 詳細につきましては、関係課長から御説明

いたしますので、御審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

○緒方勇二委員長 引き続き、担当課長から

説明をお願いします。 

 

○府高観光交流政策課長 観光交流政策課で

す。 

 説明資料、89ページをお願いいたします。 

 まず、１段目、一般管理費につきまして

は、観光交流政策課の職員給与費１億7,000

万円余の予算計上をしております。 

 次、２段目の諸費につきましては、１億

1,800万円余の予算計上をしております。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 １の海外移住者等交流費、こちらは、海外

に移住されました熊本県人会の方々との交流

に要する経費です。 

 ２の国際協力推進費、こちらは、中南米地

域等からの海外技術研修員、それから県費留

学生の受入れ支援に要する経費です。 

 ３の国際交流推進費、主なものといたしま

して、(1)、こちらは、友好提携先でありま

す広西壮族自治区、モンタナ州、忠清南道等

との友好交流に要する経費です。 

(2)、こちらは自治体国際化協会等への負

担金となっております。 

 おめくりください。90ページのほうをお願

いいたします。 

 ３の(3)、こちらは、知事をトップといた

します訪問団の派遣及び高雄市長友好訪問の

受入れに要する経費として新たに予算計上い

たしております。 

 その下、４番、旅券発給事務費ですけれど

も、こちら、パスポートの発給事務費等に要

する経費となります。 

 その次、５、国際化環境整備推進費、この

主なものといたしまして、(1)の事業は、熊
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本県外国人サポートセンターの運営費、それ

から地域日本語教育の推進に要する経費とな

っております。 

その次の(2)、こちらは、災害時の外国人

支援体制の整備といたしまして、市町村と連

携した防災セミナー等の実施に要する経費と

して新たに予算計上させていただいておりま

す。 

 次の91ページを御覧ください。 

 ６番のＪＥＴプログラム事業費、こちら

は、主なものといたしまして、国際交流員の

配置に要する経費でございます。 

 続きまして、２段目の税務総務費につきま

しては、165万円の予算計上をいたしており

ます。 

 資料右側、税務管理費ですけれども、本県

への関心を高めまして、県産品の販路拡大に

つなげるため、ふるさと納税の返礼品等の情

報発信に要する経費となっております。 

 その下、農業総務費、これは、4,300万円

余の予算計上をいたしております。 

 右側、ブランド確立・販路対策費といたし

まして、熊本香港事務所、それから熊本アジ

ア事務所の運営に関する経費でございます。 

 続きまして、４段目、商業総務費ですけれ

ども、2,300万円余の予算計上をいたしてお

ります。 

 資料右側、貿易振興費ですけれども、主な

ものといたしまして、熊本上海事務所の運営

に要するものです。 

 最後、おめくりいただいて、92ページをお

願いいたします。 

 観光費につきましては、8,000万円余の予

算計上をいたしております。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 一番上の観光客誘致対策費、これは、主な

ものといたしまして、(1)の事業は、県にゆ

かりのある漫画、アニメ等のコンテンツを活

用いたしました誘客促進、それから被災地の

復興支援に要する経費を計上させていただい

ております。 

(2)の事業、こちらは、豪雨災害の復旧・

復興プランにも掲げられていますけれども、

球磨川流域大学構想を踏まえまして、豪雨被

災地域の課題、それから可能性につきまして

研究、実践等を行うラボの運営に要する経費

として、今回新たに予算計上をさせていただ

いております。 

最後、(3)ですけれども、こちらは、民間

団体の活力によりまして、持続可能な広域観

光地域づくりを行うために要する経費とし

て、今回新たに予算計上いたしております。 

 以上、観光交流政策課といたしまして、総

額４億3,800万円余の予算計上をさせていた

だいております。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 

○脇観光企画課長 観光企画課でございま

す。 

 説明資料の93ページをお願いいたします。 

 当初予算のうち、主なものについて説明を

させていただきます。 

 観光費の説明欄２の観光客誘致対策費とい

たしまして、６億462万円余を計上させてい

ただいております。 

 (1)のオリンピック・パラリンピックキャ

ンプ誘致推進事業についてですが、東京オリ

ンピックのキャンプ受入れ及びパラリンピッ

ク聖火フェスティバルの実施に要する経費で

ございます。 

続いて、(2)のデジタルマーケティング事

業についてですが、旅行客の趣向に合わせた

情報発信並びに観光施策の立案に活用するた

めの効果測定等に要する経費でございます。

 (3)のスマート観光交通体系構築推進事業

についてですが、観光における２次交通の課

題克服と周遊促進による観光消費の増加に向

け、関係市町村と連携した検討、実証等に要

する経費でございます。 

 めくりまして、94ページをお願いいたしま
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す。 

(5)の熊本地震からの阿蘇地域の観光創生

事業についてですが、熊本地震で甚大な被害

を受けた阿蘇地域の観光振興に要する経費で

ございます。 

(6)スポーツツーリズム活性化事業です

が、スポーツコミッションの設立やスポーツ

ツーリズムの推進に要する経費でございま

す。 

続きまして、４の観光施設整備事業費とい

たしまして、4,690万円余を計上させていた

だいております。そのうち、観光標識整備事

業については、観光案内標識、観光案内板の

整備及び点検等に要する経費でございます。 

以上、観光企画課、当初予算といたしまし

て、合計８億1,000万円余をお願いしており

ます。 

観光企画課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○川嵜観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 説明資料の95ページをお願いいたします。 

 観光費につきまして、３億1,200万円余を

お願いしております。 

 主なものにつきまして御説明させていただ

きます。 

 ２の(1)新型コロナウイルス感染症からの

観光経済復旧復興事業は、観光スタイルの変

化に対応したワーケーションの導入実証に要

する経費でございます。ワーケーションに対

する企業ニーズの把握、ワーケーションプラ

ンの商品造成などを通して、地域の観光事業

者や市町村と連携したワーケーションの導入

を推進してまいります。 

次に、(2)クルーズ船誘致推進事業につき

ましては、クルーズ船寄港数増加に向けたポ

ートセールスに要する経費として、国内外の

クルーズ船社のキーパーソンの招請費や船社

との商談、また、県内寄港地ツアーへの移動

の際の大型バスなどの高速道路利用料金の是

正を行うものでございます。 

次に、(3)教育旅行誘致推進事業につきま

しては、熊本地震で落ち込んだ教育旅行の需

要回復に向けた宿泊費助成などに要する経費

でございます。宿泊費またはバス代への助成

や教育旅行学習プログラムのモニター事業の

ほか、本県への教育旅行相談などにワンスト

ップで対応するプログラムコーディネーター

の配置により、県内教育旅行の需要回復を進

めてまいります。 

次に、(4)「がんばろう！熊本」観光復興

事業につきましては、県内の誘客を図るため

のプロモーション及び旅行商品造成に要する

経費でございます。 

 続きまして、96ページをお願いいたしま

す。 

 (5)インバウンド誘致推進事業につきまし

ては、海外からの観光客の誘客促進に要する

経費でございます。オンライン商談会や旅行

博への出展、国内に拠点を構える海外旅行会

社へのセールスやタイアッププロモーション

あるいはＳＮＳを活用した情報発信など、誘

客促進に取り組んでまいります。 

次に、(6)国内誘致対策事業につきまして

は、国内からの観光客の誘客促進のための各

地域の観光素材の磨き上げ及びＰＲに要する

経費でございます。着地型旅行商品の造成、

販売、また、地域振興局などと連携した観光

ＰＲを行う経費でございます。 

次に、(7)クルーズ船寄港による経済効果

促進事業につきましては、クルーズ船寄港地

ツアーの造成及びおもてなしへの支援などに

要する経費でございます。寄港地ツアーの造

成、寄港時のセレモニーあるいは無料シャト

ルバスの運行など、おもてなしに要する経費

となっております。 

次に、(8)コロナ禍における観光持続化事

業につきましては、コロナ禍における持続的

な観光推進に向けた教育旅行の誘致活動及び
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新たな観光商品を開発する民間事業者への支

援に要する経費でございます。 

 以上、合わせまして、本年度(A)欄のとお

り、合計３億1,200万円余をお願いするもの

でございます。 

 観光振興課は以上でございます。よろしく

御審議のほどお願いいたします。 

 

○池田販路拡大ビジネス課長 販路拡大ビジ

ネス課でございます。 

 説明資料の97ページをお願いいたします。 

 １段目、農業総務費でございます。 

 右側の説明欄ですけれども、ブランド確

立・販路対策費として、9,049万円余の予算

を計上しております。 

 主な事業といたしまして、(2)県産農林水

産物等輸出推進総合支援事業は、輸出の相談

員設置や海外展開のための経費補助等、県内

事業者の掘り起こしから実際の輸出に至るま

での総合的な支援に要する経費でございま

す。 

 次に、２段目、商業総務費でございます。 

 右側説明欄２、貿易振興費として、2,461

万円余を計上しております。 

 主な事業として、(1)貿易振興対策事業に

つきましては、ジェトロや県貿易協会などの

貿易振興機関との連携強化に要する経費でご

ざいます。 

 おめくりいただきまして、98ページをお願

いします。 

 右側説明欄３、物産振興費として、9,017

万円余を計上しております。 

 主な事業としまして、(2)伝統的工芸品販

路開拓支援事業につきましては、デザイナー

などのクリエーターとコラボした新たな商品

開発やＥＣサイトを活用した販路開拓支援等

に要する経費でございます。 

また、(3)球磨焼酎リブランディング事業

につきましては、球磨焼酎のトップブランド

化を推進するための情報発信や市場開拓ある

いは商品力向上等に要する経費でございま

す。 

 99ページをお願いします。 

 １段目、右側説明欄４、伝統工芸振興費と

して、8,385万円を計上しております。 

 伝統工芸館管理運営費につきましては、熊

本県伝統工芸館の令和３年度分の管理委託に

要する経費でございます。 

 次に、３段目、商工施設災害復旧費とし

て、６億5,153万円余を計上いたしておりま

す。これは、熊本地震で被災した熊本産業展

示場、いわゆるグランメッセ熊本のエレベー

ターや屋根の改修等に要する経費でございま

す。 

 以上、合計10億5,772万円余の予算をお願

いしております。 

 販路拡大ビジネス課は以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○緒方勇二委員長 次に、企業局長から総括

説明を行い、続いて、担当課長から資料に従

い説明をお願いします。 

 まず、藤本企業局長。 

 

○藤本企業局長 企業局でございます。 

 提出議案の説明に先立ち、企業局が所管す

る事業の取組状況等につきまして御説明申し

上げます。 

 電気事業では、主力の水力発電所リニュー

アル事業のうち、完了した市房発電所につき

ましては、２つの発電所とも順調に稼動して

おります。 

 あさって18日に、蒲島知事、緒方委員長を

はじめ、地元選出の県議会議員の先生や地元

首長などに御臨席をいただき、完成を記念し

たリニューアル式典を現地で開催することと

しております。 

 緑川発電所につきましては、新型コロナウ

イルス感染症の影響や施工段階での手違い等

により工事に遅れが出ておりますが、令和４
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年度中に現地工事を完了し、発電再開を目指

してまいります。 

 次に、工業用水道事業では、有明及び八代

工業用水道における民間の運営事業者による

業務が本年４月に開始することから、その円

滑な事業実施に向け、引継ぎ等を着実に進め

てまいります。 

 最後に、有料駐車場につきましては、11月

議会で議決いただいた指定管理者との契約手

続等が終了し、来月１日から２期目がスター

トします。事業者のモニタリング等を適宜行

いながら、引き続き適切な維持管理に努めて

まいります。 

 今回の提出議案につきましては、予算関係

議案３件、債務負担行為の設定１件でござい

ます。 

 詳細につきましては、総務経営課長から説

明いたしますので、御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 

 

○緒方勇二委員長 引き続き、担当課長から

説明をお願いします。 

 

○永松総務経営課長 総務経営課でございま

す。 

 企業局の令和３年度当初予算について御説

明いたします。 

 資料の101ページをお願いいたします。 

 初めに、電気事業会計でございます。 

 収益的収入は、15億9,000万円余でござい

ます。内訳は、電力料金収入14億7,600万円

余のほか、受入れ利息、消費税還付金等でご

ざいます。 

 収益的支出は、18億2,200万円余でござい

ます。内訳は、職員給与費、維持運営費等の

ほか、発電所所在町村への地元貢献費用でご

ざいます。 

 なお、緑川第二発電所リニューアル工事に

おいて、残置すべき水圧鉄管の一部を誤って

切断する事案が発生いたしました。施工して

いる土木工事受注者より、技術的に対応がで

きないため県で復旧してほしい旨の申出があ

り、復旧費用9,200万円を計上しておりま

す。なお、復旧費用については、工事受注者

などの関係業者へ請求することとしておりま

す。 

 損益につきましては、緑川発電所リニュー

アル工事に伴う発電停止や菊鹿発電所のＦＩ

Ｔ期間満了による電力料金収入の減、市房発

電所のリニューアル工事の完了に伴う減価償

却費の増などにより、２億3,100万円余の損

失を見込んでおります。 

 102ページをお願いいたします。 

 資本的支出でございます。40億7,600万円

余でございます。そのうち、建設改良費は、

債務負担行為設定により契約済みの工事を含

めて、32億9,000万円余を計上しておりま

す。主な内容としては、緑川発電所リニュー

アル事業や集中監視制御システムの更新等で

ございます。 

 荒瀬ダム関連費は、中津道八代線の改良な

ど、国の了解を得た事業計画の予算を計上し

ておりますが、今後の国の治水事業の進捗を

見ながら執行することとしております。 

 なお、建設改良費に係る財源については、

企業債の借入れを30億2,300万円、荒瀬ダム

関連工事に係る一般会計からの交付金2,000

万円を見込んでおり、そのほかは内部留保資

金で対応いたします。 

 このほか、企業債の元金償還金や令和３年

度から新たに開始する県政貢献に係る一般会

計繰出金３億円を含む他会計への繰出金等も

併せて計上しております。 

 103ページをお願いいたします。 

 続いて、工業用水道事業会計でございま

す。 

 収益的収入は、９億9,400万円余でござい

ます。内訳は、３つの工業用水道事業の給水

収益の合計額３億1,400万円余のほか、福岡

県など施設の共同管理者からの維持管理分担
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金、一般会計からの補助金及び長期前受金戻

入等でございます。 

 収益的支出は、11億5,400万円余で、内訳

は、職員給与費のほか、共同管理者から受け

入れた分担金を運営権者に支出する維持運営

費及び減価償却費等でございます。 

 損益につきましては、竜門ダム関連経費の

負担が大きく、３工水合計で１億6,000万円

余の損失を見込んでおり、赤字が拡大する予

算となっております。 

 これは、コンセッション事業者と料金収入

を案分することの減収によるものでございま

す。一時的に損失が増加しますが、次年度以

降、減価償却費の減少等の効果が現れ、収支

の改善を見込んでおります。 

 104ページをお願いいたします。 

 資本的支出でございます。 

 建設改良費として、苓北工水の施設更新や

遥拝頭首工改修負担金など、１億6,700万円

余を計上しております。 

 このほか、企業債償還金、長期借入金償還

金等を併せて、合計８億500万円余を計上し

ております。 

 105ページをお願いいたします。 

 有料駐車場事業会計でございます。 

 収益的収入は、１億1,100万円余で、主に

指定管理者からの納付金収入でございます。 

 収益的支出は、１億800万円余で、内訳

は、職員給与費、維持運営費のほか、経営基

本計画に基づく新規事業の調査検討を行うた

めの事業開発費等でございます。 

 損益につきましては、200万円余の利益を

見込んでおります。 

 資本的支出でございますが、県政貢献とし

て、一般会計への繰出金２億円を計上してお

ります。 

 おめくりいただきまして、106ページをお

願いいたします。 

 最後に、電気事業会計の債務負担行為の設

定でございます。 

 緑川発電所リニューアル関連事業など、１

年以上の工期を要する工事において、表のと

おり、令和３年度からの債務負担行為設定を

お願いするものでございます。 

 企業局からは以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○緒方勇二委員長 次に、労働委員会事務局

長から説明をお願いします。 

 

○谷口労働委員会事務局長 労働委員会事務

局でございます。 

 今回提案しております労働委員会の令和３

年度当初予算について御説明を申し上げま

す。 

 説明資料の107ページをお願いいたしま

す。 

 当委員会の予算は、委員会費と事務局費で

構成されております。 

 右側の説明欄をお願いします。 

 まず、上段の委員会費でございますが、15

名の委員報酬2,664万円余を計上しておりま

す。 

 次に、下段の事務局費でございますが、事

務局職員に係る職員給与費として、7,016万

円余及び労使紛争の審査、調整、あっせん等

を行うための運営費として、532万円余を計

上しております。 

 以上によりまして、当委員会の予算の総額

は、最下段の１億214万円余となっておりま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○緒方勇二委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、各部局を一括して質疑を受

けたいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、
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着座のまま説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○内野幸喜委員 商工労働部長の総括説明の

中で、協力金の支払い、１万2,000件を超え

る申請に対して約6,800件を支給しています

と。その下、下段、事業継続・再開支援一時

金事業については、直後の３月１日から申請

受付、業態転換等支援事業については３月５

日から受付開始と。 

 まず、この下の事業継続・再開支援一時金

と業態転換等支援事業について、もう２週間

と10日余りそれぞれたっていますので、現状

の申請状況についてお聞かせいただければと

いうふうに思います。これは、商工振興金融

課ですね。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 まず、一時金のほうから御説明をいたしま

す。 

 一時金の申請受付につきましては、３月１

日から開始をしておりまして、３月12日金曜

日、約２週間がたったところにおきまして、

435件の申請をいただいております。既に、

現在、そのうち77件ほどは支払いの手続を開

始したという状況でございます。 

 なお、相談件数としましては、２月の初旬

からコールセンターを設けてやっております

が、相談件数としては、1,300件ほどの御相

談をいただいているという状況でございま

す。 

 それからもう１点、業態転換補助金のほう

ですが、こちらが、まだ申請等につきまして

は、ちょっと申請があったかどうかは確認し

てございません。これは、県で直接受けるの

ではなく、中小企業団体中央会のほうで審査

等をやっていただきますので、あちらのほう

で受付をするということで、相談は私どもに

もあっておりますし、中央会のほうにも今相

談来ておりますが、まだそんなに申請という

段階ではないのではないかなと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○内野幸喜委員 ありがとうございます。 

 事業継続・再開支援一時金事業が、３月12

日までで435件の申請と、うち70件が支払い

済みということですね。 

 私は、今のこの状況の中で、県のほうは可

能な限り早く受付して、そして支給もしてい

るんじゃないかなと私自身は思っています。

恐らく、人員的にも、相当御無理もさせて、

対応できる限りは対応していただいているん

だろうと思います。 

 ただ、そうは言っても、その前のこの協力

金とかで県は一生懸命やっていただいている

んだろうと思うんですが、受け取る側の事業

者の方々からすると、やっぱり支払い等もあ

るわけですから、もう少し早くできないかと

いう声があるのも、またこれも事実なんです

ね。 

 そういう意味では、やっぱり今も一生懸命

やっていただいていると思うんですが、そう

いう声もあるということも十分受け止めなが

ら、しっかりとやっていただきたいというふ

うに思っています。 

 それから、この事業継続・再開支援一時

金、435件ということですが、当初何件ぐら

いが申請あるだろうということで見込んでい

たんですか。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 当初の見込み、今回、特に影響があるとい

う前提で、業種を問わないということで今や

っておりますので、なかなか見込むのは難し

ゅうございますけれども、予算を算定する中

におきましては、大体7,000件程度の予算と

して計上させていただいております。 
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 それと、先ほどのちょっと私の説明で誤解

があるといけませんので、申請受付件数が

435件ということで、現在支払い手続中のも

のが77件ということで御理解をお願いしま

す。 

 

○内野幸喜委員 支払い済みじゃなくて、手

続中が77件ということですね。 

 予算規模からすると、7,000件ぐらいを見

込んでいるということなので、まだ１割にも

満たないわけですね。これからどんどんどん

どんまた申請って増えてくると思います。 

 やっぱり事業者の方からすると、これから

年度末に向けていろんな支払いも多くなって

くると思いますので、非常に大変な状況では

あると思うんですが、スムーズに応えられる

ように、今後も引き続きやっていただきたい

というふうに思います。 

 それから、部をまたがりますけれども、い

いですか。 

 

○緒方勇二委員長 どうぞ。 

 

○内野幸喜委員 90ページ、観光交流政策課

のほうですね。 

 ここの最上段で、熊本県―高雄市友好提携

５周年記念事業、それぞれのトップの友好訪

問団に関する経費と、非常に今の状況の中で

は、これがいつの時期に実現できるかという

のはなかなか言えないと思います。ただ、環

境さえ整えば、私はやっぱりこれはやるべき

事業だと思います。また、予算にのせている

ということは、熊本県として強いメッセージ

を台湾側には送れているというふうに思いま

す。 

 というのは、これは、やっぱり2016年の熊

本地震のときも、台湾、これは台南市だった

ですかね、市長は。チャーター機を用意し

て、熊本への観光ツアーというのも実施して

いただきました。そういうふうに、やっぱり

台湾の方々からはよくしていただいていま

す。高雄もそうですね。 

 ですから、やっぱりこういった友好提携を

結んで、それから、この５周年という節目に

何かしらやっぱりイベントをやるというのは

私は大事なことだと思いますので、この予算

というのは必要な予算だと思いますが、今現

在これはどうですか。どういう見通しという

か、非常に今の段階ではなかなか難しいと思

うんですが、どういう状況か教えていただけ

ればなと思います。 

 

○府高観光交流政策課長 観光交流政策課で

ございます。 

 事業の狙い等につきましては、まさに内野

先生から御指摘いただいたとおりです。 

 ５周年ということで、当初予定しているの

は、コロナの収束というのが大前提になりま

すけれども、基本的には知事をトップとした

友好訪問団の派遣と高雄からの友好訪問団の

受入れということで、その順序で、想定では

６月頃派遣して、８月頃受け入れるというこ

とですが、なかなか見極めが難しい状況で

す。ただ、先方とは、そういうふうなやり取

りについては始めているんですけれども、年

度末までにこういうやり取りが、ちょっと中

身的には変わるかもしれませんけれども、し

っかりやっていきたいと思っております。 

 

○内野幸喜委員 分かりました。 

 もう１点、いいですか。これは、97ペー

ジ、販路拡大ビジネス課ですね。 

 この一番上に県産農林水産物等の輸出安定

化対策事業というのがありますが、今県内の

農林水産業の方々、非常に厳しい状況に置か

れています。それは、国内の需要が下がって

きているというのも一つあります。 

 そこで、海外の輸出の件に関しては、なか

なか私たちも聞く機会がないものですから、

例えば、以前であれば、香港に、地元であれ
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ば、ＪＡ玉名のトマトを輸出していました

し、シンガポールのほうにはＪＡ玉名から米

なんかも輸出していました。 

 今国内の大体の状況は分かるんですが、輸

出について、県産の農産品については今どん

な状況になっているのかというのをちょっと

お聞かせいただければなというふうに思いま

す。 

 

○池田販路拡大ビジネス課長 販路拡大ビジ

ネス課でございます。 

 委員の今の御質問の件でございますけれど

も、本県における農畜産物の輸出につきまし

ては、農林水産物全体でいきますと、令和元

年度でいきますと、61億円程度になっており

ます。林水もありますので。そのうち、農畜

産物を中心に見ますと、14.8億円ということ

で、一番多いのが牛肉です。牛肉が大体64

％、牛乳が５％で、合わせて７割が畜産物と

いうことで、そのほか、先ほどトマトの話も

出ましたけれども、一番青果物で出ているの

がイチゴでございます。イチゴが約10％、１

割ぐらいあるということで、大体それで８割

という形になっていて、あとは米とか梨、カ

ンショとかもございますけれども、全体で

14.8億。 

 どこに一番輸出が多いのかというと、やは

り障壁があまりない香港、シンガポールでご

ざいます。そういったところを中心に輸出し

ているような状況でございますが、やはり全

国的にいいましてもシンガポールとか香港は

輸出競争が激しいので、国内競争も激しゅう

ございますので、それではない、輸出規制が

ありながらも先んじていけるような、例えば

先般タイのほうにもイチゴを輸出させていた

だきましたけれども、そういった取組を徐々

にやっていきながら販路を拡大していきたい

なというふうに考えているところでございま

す。 

 

○内野幸喜委員 その輸出に関して、私もち

ょっとよく分からないんですけれども、コロ

ナ禍の影響って何かあるんですかね。だか

ら、例えば輸出も非常に今厳しい状況になっ

ているとか、その辺はどうなんですか。 

 

○池田販路拡大ビジネス課長 当然、ロック

ダウンとかあっていた頃は、例えば飲食店が

閉まっているので、飲食店向けについてはか

なり影響を受けたというふうに聞いておりま

すが、日本と同じで、巣籠もり需要というの

がございまして、小売店向けの青果物とかは

かなり増えています。先ほど言いましたけれ

ども、肉とかイチゴとか、そういった農産物

についてはかなり輸出は伸びているというふ

うに聞いておりますし、魚についても、かな

り、結構厳しい状況だったんですけれども、

魚のほうも大分回復してきているというふう

に聞いております。 

 

○内野幸喜委員 じゃあ、その海外輸出は、

非常にまだ旺盛な地域もあるということで、

積極的に進めているという認識でいいんです

かね。 

 

○池田販路拡大ビジネス課長 はい。 

 

○内野幸喜委員 分かりました。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○小早川宗弘委員 77ページで、企業立地課

のことで、この説明欄の(7)、国際コンテナ

利用拡大助成事業、１億4,100万円余の予算

がついていますけれども、もう少しこれの具

体的な内容の説明をしていただきたいと思い

ますし、これは、１コンテナ当たりに幾らか

助成するというふうな事業で、毎年、ここ数

年はずっとやられているのかなというふうに



第８回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和３年３月16日) 

 - 37 - 

思っておりますけれども、熊本と八代港とい

うことで、熊本は大体予算が幾ら、八代のほ

うは予算が幾ら、何コンテナ分とか、そうい

ったことをちょっと教えていただきたいの

と、あと、同じくこの事業で、コロナの状況

の中でこの国際コンテナ船というのの流通量

というのは減っているのか、増えているの

か、どういった状況にあるのか、現状を教え

ていただきたいと思います。 

 

○工藤企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 事業の中身について御説明をいたします。 

 委員御指摘のとおり、こちらは荷主に対す

る事業でございまして、新規の荷主さんに対

しましては、市と県と共同で１コンテナ当た

り２万円をお支払いするというふうな事業で

ございます。併せて、継続の荷主様に対して

は、これも、県と市で合わせまして１コンテ

ナに対しまして１万5,000円をお支払いする

というふうな状況になっております。 

 ちなみに、今回予算化しておりますそれぞ

れの港の分でございますが、熊本港分としま

して約6,000万円、八代港分として8,000万円

を計上いたしております。 

 それから、ポートセールスの現状でござい

ますが、今年度につきましては、全体としま

して、八代、熊本と合わせまして約94％程

度、前年比でございます。やはりコロナの影

響が少々あるのかなというような分析をして

おります。 

 具体的には、年度の当初でございますけれ

ども、東南アジア等でロックダウン等がござ

いましたので、そのときにやはり港が閉まっ

たというふうなのが影響しております。ま

た、最近では、コンテナのほうの不足あたり

も少し影響しているのかなというふうに思っ

ております。ただ、全体としましては約５～

６％の減ということで、今後引き続きコンテ

ナの輸出拡大については力を入れていきたい

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員 非常にこのポート、港を

使った拠点づくりということで、八代港、ま

あ熊本港もそうですけれども、意外とコロナ

禍にしては大幅に減少はしてないというふう

なことで、ぜひこれからも継続的に、やっぱ

り地域産業を支える港だというふうに思いま

すので、継続的にこういった施策を展開して

いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○前田憲秀委員 ページは85ページ、商工振

興金融課さんの権利放棄に関してなんです

が、事前にも御説明をいただいたので私もき

ちんと理解はさせていただいたんですが、平

成９年に貸付金が１億5,600万円、そして、

今回債権放棄が１億1,400万円ということ

で、４分の１ほどしか回収ができてないわけ

ですよね。事情は今御説明があったので分か

るんですけれども、もともとその平成９年に

この原資というのは、県費、それと国から

と、割合はどれぐらいの感じだったんです

か。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 今回の貸付け、１億5,600万円の県と中小

企業基盤整備機構の負担割合につきまして

は、おおむね中小機構が３分の２、県が３分

の１になってございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 すると、今回、この放棄する割合も、その

割合になるんですかね。 
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○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 そうでございます。 

 

○前田憲秀委員 分かりました。 

御説明をいただいたので、もうくどくは言

いませんけれども、きちんとやっぱり、これ

だけの金額の債務放棄という事実は事実なの

で、説明をきちんとやっていただければとい

うふうにお願いします。よろしくお願いいた

します。 

もう１点、よろしいでしょうか。 

 

○緒方勇二委員長 どうぞ。 

 

○前田憲秀委員 95ページ、今度は観光振興

課さんになりますけれども、95ページの２の

(3)教育旅行誘致推進事業ということで2,500

万円、これは、プログラムコーディネーター

さんの経費という御説明があったんですけれ

ども、もう少し詳しく教えていただいてよろ

しいでしょうか。 

 

○川嵜観光振興課長 まず、プログラムコー

ディネーターの仕事の内容なんですけれど

も、旅行会社からの相談の対応とか、あるい

は県内の観光地の受入先との調整あるいは現

地での受入れ支援、それから、来たときのそ

のフォローアップ、こういった業務を担うよ

うにしております。 

 教育旅行関係では、県内に任意団体として

熊本県教育旅行受入促進協議会というのがご

ざいますけれども、この受入促進協議会と情

報を共有しながら、誘致活動を実際先頭に立

って調整をやっていくという業務を担うよう

にしております。予算額としては、850万円

を予算計上しております。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 これは、修学旅行あたりもこの教育旅行に

は入るんですかね。 

 

○川嵜観光振興課長 修学旅行をメインとし

ております。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 コロナ禍の中で、特に阿蘇地域のホテル業

界さんとも意見交換をさせていただいたとき

に、やはりどうしても――地震の影響もまだ

あるとも言われていました。修学旅行客がほ

とんど見込めないと。 

 そのときに、安全性はアピールしても、例

えば東京方面、大阪方面の、いわゆる学校の

ＰＴＡが物すごく慎重姿勢という話をお聞き

したことがあります。もちろん、今言われた

コーディネーターさんというのは、きちんと

そういう人たちとの仲立にもなられるんでし

ょうけれども、やはりそういう意味では、熊

本の安全性、そして、ぜひ復興の様子も見て

いただきたいという、阿蘇なんていうのは、

物すごくそういう意味では修学旅行地として

は最適じゃないかなとも思っています。ほか

の地域もですけれども、そういうのにはぜひ

取り組んでいただければなと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

 

○川嵜観光振興課長 観光振興課です。 

 熊本地震以降、熊本地震前が県内で約10万

人の修学旅行を受け入れておりました。地震

後、これがまだ復活できてない状況でして、

委員が今御説明ありましたように、阿蘇地域

の宿泊施設の事業者さんたちも大変苦労され

ているところです。 

 ここ数年の状況でいきますと、徐々に回復

してきていたんですけれども、ちょっとコロ

ナの影響でまた今年度少し落ち込むかなとい

うふうには思っております。 

 地震関係でいくと、地震で学んだことを教

育旅行のプログラムとして造成をしておりま

して、例えば阿蘇火山博物館での防災、減災
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プログラムですとか、益城町での地震を教材

にしたプログラムですとか、そういったもの

を今関東、関西へのセールス活動の一つの素

材としてセールス活動を実施しているところ

です。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。

ぜひ観光振興に役立てていただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

 もう１点だけ、よろしいでしょうか。 

 

○緒方勇二委員長 どうぞ。 

 

○前田憲秀委員 98ページの販路拡大ビジネ

ス課さんなんですけれども、(3)の球磨焼酎

リブランディング事業についてですけれど

も、少し詳しく御説明いただいていいでしょ

うか。 

 

○池田販路拡大ビジネス課長 このリブラン

ディング事業につきましては、豪雨災害から

の復旧・復興プランの一つとして、球磨焼酎

のトップ・オブ・ザ・ワールド戦略というの

を掲げております。それを具体化するための

事業でございまして、実は４つの柱で取り組

むことにしております。 

 １つは商品戦略、１つが需要喚起、もう一

つが市場開拓と知名度向上と、この４本柱で

取り組むことといたしておりまして、具体的

には、やっぱりまず知名度向上というところ

からすると、球磨焼酎自体は全国的にも知名

度があまりないというところもございます。

そういったことで、知名度向上のための効果

的な、まずは情報発信をやりたいということ

と、あるいは商品戦略として、新たな商品を

作る話もありますけれども、ここに書いてご

ざいますように、企業や大学と連携して新た

な商品開発あるいはデザインを、人が手に取

りやすいデザイン開発とか、そういったもの

も取り組みたいと思っておりますし、球磨焼

酎関係者の人材育成も兼ねてやりたいと思っ

ております。 

 また、販売戦略としまして、需要喚起とい

うことで、東京事務所などの県外事務所と連

携した新たな市場の開拓、例えば飲食店を対

象とした産地訪問とか、そういうのにも取り

組みたいと思っております。あるいは、現地

で酒蔵ツーリズムをやられている蔵元さんあ

りますけれども、そういう新たな商品開発で

誘客を促進するということで、いろいろ総合

的な取組を球磨焼酎組合と一体となってやっ

ていって、トップブランド化を図りたいとい

うふうに思っております。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございます。 

 今御説明いただいたことも、例えば知名度

の向上だとか市場開拓、これは大事なことな

んですけれども、球磨焼酎というのは、全て

の蔵元がそうとは言いませんけれども、希少

価値がある、あんまり取れないからこそ、米

どころ、東京でも幻の焼酎とか言われるとこ

ろもあると思うんですよ。そこは、今組合長

さんも私存じておりますけれども、様々な地

元の思いもあられると思うので、一般的に言

う販路拡大、市場拡大主義ではなくて、やは

り球磨焼酎独特のブランドの向上という思い

は、多分各蔵元さんでもあられるんじゃない

かなと思うので、そこはしっかり対話をしな

がら進めていっていただければなというふう

に感じております。よろしくお願いします。 

 

○緒方勇二委員長 ほかにございませんか。 

 

○城戸淳委員 企業立地課にお尋ねします。

76ページです。 

 企業誘致の促進対策事業費の(1)の新しい

事業として、コンテナラウンドユースがござ

います。これに関して、もう少しちょっと詳

しくと、どこかほかの県でこれも実施をやら

れているのか。県は、今からモデルとして実
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施をされるということですけれども、ちょっ

とその辺詳しくよろしいでしょうか。 

 

○工藤企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 コンテナラウンドユースにつきましては、

今、例えばＡ企業、Ｂ企業、港からのコンテ

ナをそれぞれが輸出するような形で使ってお

ります。これを三角形の形で、Ａ社が使った

コンテナをＢ社に回して、そしてＢ社が荷物

を積んで港から出すというふうなことで、そ

うしますと、一つ輸送の形が減りますもので

すから、環境への負荷だったりあるいはドラ

イバー不足とか、そういった効果が見込まれ

ております。 

 ちなみに、ほかの県でいきますと、埼玉県

等が実施したという事例はございますので、

私どもとしては、今回、こちらのモデルケー

スを実施させていただいて、県内への波及効

果とか、そういったのにつなげていければと

いうふうなことを考えております。 

 以上でございます。 

 

○城戸淳委員 ありがとうございます。 

 この事業に関して、今メリットを言われた

ですけれども、何かデメリットとかあっとで

すか。ないですか。何かメリットだけがある

状況ですか。 

 

○工藤企業立地課長 今のところ、大きなデ

メリットというのは想定をしておりません。

ただ、企業にしますと、今まで１回で済んで

いたのが、他社との調整が必要になってきま

すので、そこら辺りについては、私どもが企

業さんとの間で調整に努力はしていきたいと

いうふうに思っております。 

 

○城戸淳委員 ありがとうございました。 

 モデル実証ということで進めていただい

て、いろんなところで頑張っていただければ

と思います。 

 以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○島田稔委員 産業支援課にちょっとお尋ね

したいんですが、資料は67ページになりま

す。 

 熊本空港周辺地域における新産業振興創出

事業ということで約8,000万円、いよいよ計

画を練られるわけですが、策定されるわけで

すから、走り出すなという思いなんですが、

私は、空港アクセス鉄道、これとセットなの

かなというふうに個人的には思っていたんで

すね。 

 したがって、一方では、当初の工事費用が

大幅に膨らんできた。今有識者及び交通関係

事業者とも審議会で、どういう答申をいつの

時期にされるか分かりませんが、今県の財政

も三重苦にあえいでいるわけで、そういった

面では非常にどうなのかなと思うんですが、

仮に空港アクセス鉄道ができぬでも、やっぱ

りやっていくという、基本方針には変わりな

いんですかね。その点をちょっとお尋ねした

かったんです。 

 

○大下産業支援課長 こちらのいわゆるＵＸ

プロジェクトでございますけれども、あくま

で大空港構想の一環で行うものでございま

す。 

 また、意図としては、現在、熊本県の産業

を支える大きな２つの柱として、半導体、自

動車、こちらがございますけれども、そちら

を引き続き成長させていくのに加えて、新た

な稼ぎ口として、やはり第３の柱、これを打

ち出していかなきゃいけない、そういう分野

として、ライフサイエンス産業に今回焦点を

当ててやっていくと、それを空港周辺でまさ

に拠点にして新産業創出を繰り出していくよ
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うな拠点づくりをする、それがまさにＵＸプ

ロジェクトでございますので、空港のアクセ

ス鉄道の有無に関わらず、この事業に関して

はしっかりと実施をしていくと、そういうと

ころでございます。 

 

○城戸淳委員 分かりました。ありがとうご

ざいました。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 ここで、昼食のため休憩いたします。 

 再開は、１時40分。 

  午後０時38分休憩 

――――――――――――――― 

  午後１時37分開議 

○緒方勇二委員長 それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第44号、第45号、第49号、第50号、第56

号、第57号、第61号から第63号まで、第80号

から第83号まで、第92号及び第95号につい

て、一括して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第44号外14件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第44号外14件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が８件あっておりま

す。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告をお願いします。 

 

○臼井商工政策課長 商工政策課でございま

す。 

 私のほうから執行部を代表して、新しいく

まもと創造に向けた基本方針及び第２期熊本

県まち・ひと・しごと創生総合戦略並びに緑

の流域治水の推進と復旧、復興に向けた重点

10項目について御説明させていただきます。 

 まず最初に、基本方針及び総合戦略に関し

まして、Ａ３、カラーの１枚紙、お手元に御

用意ください。 

 それでは、御説明いたします。 

 今議会に提案しております新しいくまもと

創造に向けた基本方針と関連する第２期熊本

県まち・ひと・しごと創生総合戦略について

御説明いたします。 

 基本方針は、総務常任委員会での付託審議

となっておりますが、県政全般に関する取組

を記載しておりますので、当常任委員会にお

いてもその概要を御報告させていただきま

す。 

 この基本方針は、蒲島県政４期目の基本方

針として、令和５年度までの期間で重点的に

推進する取組の方向性をまとめたものでござ

います。 

 資料左側の基本理念ですが、「熊本地震と

令和２年７月豪雨からの創造的復興を両輪

に、新型コロナウイルス感染症による社会の

変容を見据え、持続可能な「新しいくまも

と」を創造する」としています。 



第８回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和３年３月16日) 

 - 42 - 

 この基本理念の実現に向け、理念の右側、

４つの柱により施策を展開してまいります。 

 また、今般、ＳＤＧｓの理念である誰一人

取り残さない持続可能な社会づくりの視点が

極めて重要となっており、今回の基本方針で

は、ＳＤＧｓの理念に沿った取組を推進して

まいります。 

 なお、下段にありますとおり、球磨川流域

における緑の流域治水の推進、水俣病問題な

どについても、引き続きしっかり対応してま

いります。 

 資料右側に参りますが、基本方針の４つの

柱に沿った具体的な施策については、第２期

熊本県まち・ひと・しごと創生総合戦略に記

載しております。 

 また、総合戦略に掲げた各施策の着実な推

進に向け、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに

よる成果重視の県政運営や市町村と連携した

地方創生の推進に取り組んでまいります。 

 基本方針、総合戦略についての説明は以上

です。 

 続きまして、緑の流域治水について御説明

します。 

 同じく、カラーで左側ホチキス止め、３枚

つづりの資料を御用意ください。 

 令和２年７月豪雨からの復旧・復興プラン

の緑の流域治水の推進と復旧、復興に向けた

重点10項目について御説明させていただきま

す。 

 なお、本件については、球磨川流域復興局

から総務常任委員会に報告されるものです

が、県政全般に関する内容になりますので、

同じく当常任委員会においても御報告させて

いただくものです。 

 令和２年７月豪雨からの復旧、復興につい

ては、昨年11月24日に復旧・復興プランを策

定し、治水・防災対策や住まい、なりわいの

再建など、一日も早い復旧、復興に向けて、

県庁一丸となって取り組んでいるところで

す。 

 これらの取組を着実かつ迅速に進めるた

め、熊本地震と同様、緑の流域治水の推進と

復旧、復興に向けた重点10項目を選定し、ロ

ードマップを作成いたしました。 

 今後、このロードマップを基に取組の進捗

管理を行い、復旧、復興をさらに加速させて

まいりたいと考えています。 

 資料の左側の項目欄を御覧ください。 

 復旧・復興プランの取組の中から、堆積土

砂の撤去や住まいの再建など、住民の方々や

流域市町村などから特に要望が多かった項目

であり、かつ安全、安心の確保及び生活再建

に直結する項目を重点10項目として取りまと

めております。 

 中央には、年度ごとの取組内容をロードマ

ップの形で記載し、右側の欄に、令和５年度

末までに到達するイメージを記載していま

す。 

 左の１から３までが、堆積土砂の撤去や治

山、砂防、防災のソフト対策など、緑の流域

治水の取組になります。４、５は、住まいの

再建やまちづくり、集落再生に向けた取組に

なります。 

 ２ページをお願いします。 

 ６、７は、事業者や農林漁業者などのなり

わいの再建に向けた取組になります。８、９

は、国道219号、橋梁、鉄道などの交通イン

フラの復旧、復興に向けた取組になります。

10は、人吉温泉や球磨川下り、球磨焼酎な

ど、観光や地域資源の復旧、復興に向けた取

組になります。 

 ３ページをお願いします。 

 こちらは、重点10項目のような進捗管理を

行うものではありませんが、プランに掲げる

持続可能な地域の実現に向けた将来ビジョン

の主な取組について、５年、10年という中長

期的な取組の方向性をお示ししています。 

 先ほど御説明した重点10項目を着実に進め

ながら、併せて、道路、通信網の強靱化や緑

の産業、雇用の創出、ＩＣＴを活用したまち
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づくり、魅力ある学校づくり、球磨川流域大

学構想など、持続可能な地域の実現に向けた

中長期的な取組を進めてまいります。 

 今後、重点10項目を中心として、復旧、復

興の取組の進捗状況については、適宜議会に

御報告させていただくとともに、県民の皆様

にも広くお知らせしてまいります。 

 説明は以上になります。 

 

○松岡環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 資料は、環境生活部の報告事項の資料をお

願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 チッソに対する平成７年政治解決一時金貸

付けの支払い猶予について御報告いたしま

す。 

 昨年５月に、チッソの事業会社であります

ＪＮＣの令和元年度決算が発表されました

が、これまで主力でありました液晶事業の不

振等から、経常利益は32億円となっておりま

す。 

 この額は、患者補償と公的債務を支払うた

めに必要な目安とされます53億円を下回る額

となったことから、国は、チッソに対して業

績改善のための計画策定を今年度中に行うよ

うに要請を行っております。 

 計画の策定に当たりまして、チッソは、今

後の患者補償を継続的かつ確実に行っていく

ため、国と県に対して、令和３年度から令和

６年度までの４年間、平成７年政治解決一時

金貸付けの支払い猶予を求めておりまして、

国からも県に対して返済猶予の要請がなされ

ております。 

 平成７年政治解決一時金貸付けについて

は、下にフロー図を書いておりますが、県債

等を財源として県が水俣・芦北地域振興財団

に出資を行い、財団からチッソに貸付けを行

っているものでございます。 

 チッソは、財団に対して、平成29年から令

和27年まで、毎年約4.3億円を返済する計画

となっておりますが、チッソから財団に全額

返済された後、財団から熊本県に全額返還さ

れることになっております。 

 続きまして、２ページをお願いいたしま

す。 

 県の対応でございますが、この業績改善計

画は、将来の確実な患者補償の前提となりま

す収益の回復を図るものであり、早期の策定

が必要と考えております。 

 県としましては、国から県に対して返済猶

予の協力要請がなされたことや不測の事態に

は国により万全の措置が講じられることとな

ったことを踏まえまして、来年度から計画期

間内の支払い猶予を行うこととしておりま

す。 

 なお、チッソからの償還は、水俣・芦北地

域振興財団への返済終了後に一括して県に返

還されますので、今回の猶予に伴う県財政へ

の影響はございません。 

 また、今回の猶予は、チッソと財団の償還

契約期間内の支払い猶予でございますので、

償還期限にも変更はございません。 

 ３番、チッソの業績改善計画の概要です

が、今回の支払い猶予等も踏まえて策定した

業績改善計画が先週12日に公表されておりま

す。 

 主な内容としては、３つ書いております

が、液晶事業を中心とした構造改革による収

益改善、そして、②、水力発電のＦｉｔ化推

進による収益の拡大、③、ガバナンス・モニ

タリング強化による赤字事業の見極め等を柱

としております。 

 今後、この計画に基づきまして、今年度は

７億円を見込んでおります連結の経常利益

を、令和６年度には55億円まで改善を図って

いくこととされております。 

 県としましては、この計画の進捗をしっか

り把握して、チッソの経営状況を注視してま

いりたいと考えております。 
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 環境政策課は以上でございます。 

 

○財津環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 報告資料の３ページをお願いいたします。 

 第四次環境基本指針及び第六次環境基本計

画の策定についてでございます。 

 本県では、環境基本条例に基づきまして、

環境基本指針、基本計画を策定しておりま

す。 

 現在の指針、計画の対象期間が今年度まで

となっておりますので、来年度、令和３年度

からの第四次環境基本指針、第六次環境基本

計画を策定するものでございます。 

 環境基本計画は、県議会の議決を経る必要

がございます。６月の定例県議会での提案を

予定しておりますが、本日は、パブリックコ

メントにかけます素案の概要につきまして御

説明申し上げます。 

 ４ページ、右肩資料１、Ａ３の紙を御覧く

ださい。 

 改めまして、上段のほうに、基本指針は、

10年間の県が行う生活環境及び自然環境に関

する施策の方向を示すもの、基本計画は、指

針に基づいて５年間の具体的な施策の方向性

や数値目標を設定するものでございます。 

 左側は、現行の三次指針、それから、右側

が第四次指針(案)でございます。 

 この10年間を振り返ってみますと、地球温

暖化等の気候変動の顕在化や海洋プラスチッ

クごみの問題、生物多様性損失の危機、さら

には、新型コロナウイルス感染症による影響

などがございます。 

 あわせて、その下には、国内外の動き、県

内の現状、課題等を整理しておりますが、そ

の中でも、本県は、熊本地震、それから令和

２年７月豪雨など、大規模な自然災害を経験

しております。 

 こうした状況を踏まえまして、今回の指針

の特徴としましては、今後10年間を「2050年

県内ＣＯ２排出実質ゼロ」に向けた第１章と

位置づけまして、様々な分野で持続可能な排

出削減に取り組んでまいります。 

 そして、目指すべき姿としまして、１ゼロ

カーボン社会、２循環型社会、３自然共生社

会、４安全で快適な生活環境、そして、新た

に５としまして、様々なリスクに備えた社会

を加えた５つの姿を目指してまいります。 

 次に、取組を推進するに当たっての考え方

として２つ、１つは、ＳＤＧｓや地域循環共

生圏の考え方を踏まえた課題解決です。 

２つ目が、あらゆる主体におけるパラダイ

ムシフトです。パラダイムシフトとは、常識

的な考え方の枠組みが、革命的、構造的に大

きく転換する、シフトすることでございま

す。ゼロカーボン社会を達成するには、現在

の取組を継続するだけでは困難であり、劇的

な変化、変革が求められます。 

 その下に７つの環境施策の方向を示してお

りますが、ここは基本計画の章に該当する部

分になります。 

 次、５ページ、資料２をお願いいたしま

す。 

 第六次基本計画素案の概要でございます。 

 全体を４編構成としておりまして、本日は

時間が限られていますので、第４編、分野別

計画のうち、今回の特徴でございます第１章

と第５章を中心に説明をいたします。 

 まず、第１章のゼロカーボン社会・くまも

との推進です。 

 2050年の温室効果ガス排出量は、現在の対

策を継続するだけでは、基準年度比で37.6％

しか削減しないことが予測されております。 

 右のグラフの黒の点線の部分でございま

す。 

これを４つの戦略、１省エネルギーの推

進、２エネルギーシフト、３電気のＣＯ２ゼ

ロ化、４その他ＣＯ２実質ゼロ化により、赤

い点線の軌道を通って2050年実質ゼロにした

いと考えております。 
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 また、メルクマールとして、2030年度の削

減目標を、現計画の基準年度30％削減から40

％削減に上方修正する方向で検討しておりま

す。 

 この中間目標を達成するために、部門ごと

に削減目標を定めまして、この５年間の施策

の方向性を示しております。 

 例えば家庭部門では、住宅の断熱仕様の推

進やＺＥＨ、太陽光発電、再エネ電力の導入

を進めます。 

また、産業、業務部門では、設備転換時の

電化設備への誘導や主要企業等による協議体

を設けて課題解決を図っていきます。 

 また、横断的な取組としまして、再エネ導

入や森林整備等によりますＣＯ２吸収源対策

の推進、国や市町村との連携、行動変容を促

進する県民運動を展開してまいります。 

 次は、ちょっと項目だけを読んでまいりま

すが、第２章は、循環型社会の推進、第３章

は、熊本の恵みを未来につなぐ自然共生社会

の実現、第４章では、安全で快適な生活環境

の確保に取り組みます。 

第５章、リスクに備えた社会づくりと球磨

川流域における「緑の流域治水」の推進で

は、(1)気候変動の影響への適応では、分野

別対策を現在の４分野から国が示す７分野に

再編、拡充し、併せて気候変動適応センター

の設置を進めてまいります。 

(2)大規模災害への備えでは、小型、分散

型省エネ施設の普及や人材育成、広域処理を

含めた災害廃棄物の適正処理体制の構築を図

ります。 

(3)ニューノーマルへの社会変革では、テ

レワークの普及や自然志向の高まりを踏まえ

て、自然公園等におけるワーケーションを進

めます。 

(4)球磨川流域における「緑の流域治水」

の推進では、関係者が力を結集し、河川の整

備や遊水地の活用など様々な取組を進めるほ

か、省エネ導入によるゼロカーボン先進地の

創出に取り組みます。 

そして、第６章は、環境立県くまもと型未

来教育、第７章では、持続可能な環境の創造

に向けた仕組みづくりに取り組みます。 

 こうした取組を進めまして、環境立県くま

もとの実現を目指してまいります。 

 引き続きまして、６ページをお願いいたし

ます。 

 2018年度熊本県温室効果ガス総排出量につ

いてでございます。 

 １の排出量の推移ですが、図の１を御覧く

ださい。 

 2008年度の景気の悪化に伴います低下や

2011年度の東日本大震災後の火力発電の割合

が増えたことによる排出量の増加が見られま

したが、近年は、節電や再生可能エネルギー

の導入拡大により、2013年度をピークに減少

しております。 

 最新のデータ、2018年、今日発表いたしま

すが、ＣＯ２換算で1,039万トン、前年度比1

3％減、また、基準年度の2013年度比で27.8

％減となっておりまして、下の表１の現行の

環境基本計画の2020年度の目標値18％削減を

上回る結果となりました。 

 ７ページをお願いいたします。 

 部門別内訳でございますが、図の２のとお

り、産業部門が３割以上を占めて最も多く、

次いで、運輸、家庭、業務部門の順となって

おります。 

 また、前年度比で、図の３のとおり、廃棄

物部門は若干増加していますが、それ以外の

部門は減少しております。 

 ８ページには、世界の状況、国の目標等を

参考で記載しておりますが、説明は省略させ

ていただきます。 

 説明は以上でございます。 

 

○小原循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 環境生活部の報告事項、９ページお願いい
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たします。 

 第５期熊本県廃棄物処理計画について御説

明します。 

 左上１に記載のとおり、本計画は、法律の

規定に基づき定めるもので、令和３年度から

５年間の計画でございます。 

 ２に、計画のポイントを挙げております。 

 新型コロナの影響や海洋プラスチックごみ

削減対策、また、バイオマスの活用や災害廃

棄物の適正処理について、計画中に位置づけ

ております。 

 ３は、廃棄物の現状と課題です。 

 (1)の一般廃棄物は、市町村が処理主体と

なりますが、１人１日当たりの排出量は、全

国で５番目に少ない状況です。また、コロナ

禍での対応等が必要となっております。 

(2)の産業廃棄物につきまして、全体の排

出量は減少傾向にありましたが、熊本地震の

後、復興工事等により排出量が増加しており

ます。また、プラスチックごみについて、今

後国内処理の増加が見込まれます。 

 ４は、目標と取組の方向性でございます。 

 (1)の目標ですが、一般廃棄物の排出量削

減のため、ごみ１人１日当たりの排出量の目

標を設定いたしました。左下、一般廃棄物の

表にありますように、令和７年度の排出量を

50万6,000トン、１人１日当たりのごみ排出

量を811グラムとしております。 

 資料右上が、取組の方向性です。 

 循環社会形成に向けた基盤づくり、そし

て、排出抑制、再使用、再生利用等の推進、

廃棄物適正処理の推進、そして、海洋プラス

チックごみ削減の４つを挙げております。 

 次に、５、バイオマス活用の推進でござい

ます。食品廃棄物の利用率が低いため、生ご

みの分別収集や堆肥化、飼料化などの情報を

市町村等に提供し、食品廃棄物の利活用推進

を図ります。 

 最後に、６は、災害廃棄物の処理です。 

 熊本地震や７月豪雨を踏まえた改定を行

い、実施主体である市町村を支援することと

しております。ポイントとして、関係機関と

の協力、連携を挙げ、環境省や自衛隊、その

他との連携強化を記載しております。 

 また、平時における備えが重要です。廃棄

物仮置場候補地の事前選定、また、災害から

得た教訓とスキルの継承などを挙げておりま

す。 

 廃棄物処理計画の概要について、循環社会

推進課から以上でございます。 

 

○田元くらしの安全推進課長 くらしの安全

推進課でございます。 

 報告事項資料の10ページをお願いいたしま

す。 

 熊本県再犯防止推進計画の策定について御

報告させていただきます。 

 まず、計画の趣旨についてですが、平成28

年に制定された国の再犯防止推進法におきま

して、都道府県には、国の計画を勘案し、地

方再犯防止推進計画を策定するように努力義

務が課されました。 

 本計画は、国や市町村、民間支援団体等と

連携しながら、犯罪をした者等の円滑な社会

復帰を促進することで、県民が安全で安心し

て暮らせる社会の実現に寄与することを目的

として策定するものです。 

 計画期間につきましては、令和３年度から

令和５年度までの３年間といたします。 

 次に、計画の概要についてです。 

 本県は、国の再犯防止モデル事業を受託

し、令和元年度と２年度に実施しました。 

 この事業は、罪は犯したものの、起訴猶予

や執行猶予などで刑務所には入らなかった高

齢者等が、福祉的な支援を必要とする場合

に、社会復帰のための支援を行うというもの

でしたが、本計画は、そのモデル事業の成果

などを盛り込んだものとしています。 

 計画の対象者については、広く犯罪をした

者等を対象とし、成果目標値につきまして
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は、国の目標値に準拠し、計画期間内で再犯

者数を20％以上減少させるとしています。 

 主な施策としましては、重点課題に設定し

た就労、住居の確保等や保健医療、福祉サー

ビスの利用促進などといった５つの分野での

施策を展開してまいります。 

 最後に、推進体制についてですが、県庁内

のほか、検察庁などの刑事司法機関、刑務所

等の矯正施設、民間団体などで構成する再犯

防止推進連絡協議会と連携して計画を進めて

いくことといたします。 

 次に、12ページをお願いいたします。 

 第５次熊本県食の安全安心推進計画の策定

について御報告させていただきます。 

 まず、計画の趣旨についてですが、本計画

は、食の安全安心の確保に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するため、平成17年に施

行された熊本県食の安全安心推進条例に基づ

き策定するものです。 

 次に、計画期間ですが、現在の第４次計画

が今年度末で終了となるため、令和３年度か

らの４年間といたします。 

 次に、計画の概要についてですが、本計画

を進める施策の体系といたしまして、(2)に

ありますとおり、１生産から消費に至る各段

階における食の安全性の確保、２正確で分か

りやすい情報の提供、３関係者の相互理解と

信頼関係の確立など、４本を基本的施策とし

て推進していく予定です。 

 なお、施策の体系の詳細につきましては、

13ページに添付させていただいておりますの

で、御確認いただきたいと思います。 

 最後に、進行管理についてですが、本計画

を着実に推進していくため、毎年度、知事を

会長とする熊本県食の安全対策会議などにお

いて、計画の進捗状況等を確認することとし

ております。 

 以上でくらしの安全推進課の説明を終わり

ます。 

 

○緒方勇二委員長 以上で報告が終了しまし

たので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○前田憲秀委員 環境生活部の報告事項の１

ページのチッソに対することなんですけれど

も、１ページに過去５年間の売上げ経常利益

が載っております。御説明もありました。２

ページに、今後の業績計画ということで、令

和２年、３年とありますけれども、単純に、

先ほどＦｉｔ化推進による電力事業収益の拡

大という説明はありましたが、売上げが、例

えば、令和元年は597億円、令和２年は1,428

億円で、３倍ぐらいになって、その割には経

常利益が７億円ということなんですけれど

も、この辺はざっくり何か御説明はできるも

のなんでしょうか。 

 

○松岡環境政策課長 すみません、今回、こ

の１ページに記載しております表のほうでご

ざいます。こちらは、過去５年間のＪＮＣ単

体の業績の推移です。すみません、非常に資

料が分かりにくくて恐縮なんですが、２ペー

ジのほうは、この計画期間中のＪＮＣ連結と

いうことで、ＪＮＣの単独事業所が１ページ

でございます。連結すると、従業員だけでも

３倍、４倍ぐらいの、ちょっと数は――複数

の会社で構成された利益が計上されておりま

すので、ここは、すみません、単体での比較

がちょっとできなくなっております。 

 今回、業績改善計画を策定しましたチッソ

のほうでは、この連結の部分でしか公表をさ

れておりませんので、純粋に単体比較が今回

は、すみません、できなくなっております。 

 

○前田憲秀委員 お話は分かりました。 

 ただ、なかなか説明は厳しいんじゃないか

なと思うんですよね。１ページのほうは、単

体でこのように利益が厳しくなった、液晶が

売上げが不振であるという、それは分かるん
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ですけれども、今後のことに関しては、連結

で出していますと、それでも返済に充てられ

るであろう原資になる経常利益は非常に厳し

いということなんですよね。そこはどうなん

でしょうか。非常に厳しくなりそうな気もす

るんですけれども。 

 

○松岡環境政策課長 御指摘のとおりでござ

いまして、現在、その連結でも――今、患者

補償につきましては、単体だけでなくて関連

会社、先ほど、すみません、連結は41社ござ

います。この41社からの利益というのをチッ

ソ本社のほうに吸い上げまして、患者補償等

必要な、県への公的債務の返済も含めまして

やっているわけですけれども、単純に見まし

ても、売上げ自体は今後５年間で1,400億円

程度で、あまり今後５年間変わりません。た

だ、利益が、構造改革等でコストカット等を

やっていきますので、55億円までは増やして

いきたいというようなもくろみを持っておら

れますが、単体ではもっと当然さらに小さく

なった数字になっていると思われますので、

数字としては非常に依然厳しい状況だと認識

しております。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございます。 

 繰り返しですけれども、令和元年は、単体

での経常利益が32億円で、53億円は欲しいと

ころだけれども、それを下回っているという

説明だったですよね。 

 

○松岡環境政策課長 そうです。 

 

○前田憲秀委員 令和２年度からは、連結で

売上げは、もちろん集約して41社分合わせる

からあれなんですけれども、それでも経常利

益はこれだけの見込みということで、非常に

厳しいという認識ですよね。 

 ですから、企業側の努力は努力でしっかり

とお示しもいただきたいし、それに対して県

はどうやっていくと、来年度はますますまた

厳しい対応になるんじゃないかというふうな

危惧もしますので、そこの情報はしっかりと

あてていただきたいなと思うのと、関連し

て、１ページのこの水俣・芦北地域振興財団

というところが、返済金は全て返済後に県に

返還という御説明だったですかね。そういう

ことでよろしいんですかね。 

 

○松岡環境政策課長 はい。 

 

○前田憲秀委員 ということは、今まで、年

間で、ここにあるように、４億3,000万円ず

つ返済があっているんですけれども、この振

興財団にプールされているというイメージな

んですかね。 

 

○松岡環境政策課長 そうです。 

 

○前田憲秀委員 それは、何か運用とかされ

ていらっしゃるんですか。 

 

○松岡環境政策課長 この水俣・芦北地域振

興財団、平成24年に３つの財団が統合されて

この財団になっているわけですけれども、基

本財産として80億円ございます。チッソから

の返済金等で、そこで一度プールをしまし

て、それを運用していろんな地域振興事業あ

るいはもやい直しセンター等の運営費補助等

に、地域の福祉事業等も含めまして、対応し

ているところでございます。 

 したがいまして、全体で100億円を超える

運用の原資がございますので、4.3億円がこ

れから４年ほど入ってこなくなって、厳密に

言いますと、その分の全体で回す運用益は少

し減ってくるというところでございます。 

 

○前田憲秀委員 分かりました。ありがとう

ございます。 

 今までもきちんとその運用益は出ていたけ
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れども、これからはその元金が少なくなるの

で、その運用益は少なくなる。きちんとそう

いう運用は、まあ安全面をしっかり考慮して

でしょうけれども、できていたということで

よろしいんですかね。 

 

○松岡環境政策課長 はい。 

 

○前田憲秀委員 分かりました。 

 先ほど言いましたように、企業側の努力も

しっかりとお示しもいただきたいし、それに

対して、県はここまでは支援していますとい

うのをきちんとお示しをいただければなと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。ありませんか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了いたします。 

 次に、その他に入ります。 

 まず、12月の委員会において取りまとめを

御一任いただきました令和２年度経済環境常

任委員会における取組の成果について、お手

元に配付のとおり、案を作成しましたので、

御説明します。 

 この常任委員会における取組の成果は、今

年度の当委員会の審議の中で、委員から提起

された様々な課題や要望等の中から、執行部

の取組が具体的に進んだ主な項目を取り上

げ、３月に県議会のホームページで公表する

ものです。 

 項目の選定等について、副委員長及び執行

部と協議し、当委員会としては、６項目の取

組を上げた案を作成いたしました。 

 もちろん、ここに記載の項目以外の提案を

された課題や要望等についても、執行部で調

査、検討等を続けられておられますが、ここ

に上げた６項目は、具体的な取組が進んだも

のなど、代表的なものを選定しております。 

 それでは、この案につきまして何か御意見

はございませんでしょうか。御意見ございま

せんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 では、この案でホームペ

ージへ掲載したいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 なお、簡易な文言の整理や最新データへの

時点修正があった場合には、委員長に一任い

ただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 最後に、その他で委員の先生方から何かご

ざいませんか。 

 

○前田憲秀委員 すみません、もう最後かも

しれませんので、ちょっとお願いも含めて。 

 今年１年間、やっぱりコロナ禍ということ

で、非常に、特に経済、環境の皆さん方は様

々御苦労があって、それぞれに御相談させて

いただいたときにも、本当に頑張っていただ

いているというのも実感をいたしておりま

す。 

 冒頭、藤井部長のお話でも、今だったら協

力金の支払いを早急にというお話がありまし

た。ぜひそれもお願いをしていただきたいん

ですが、昨年６月の議会前後だったと思うん

ですけれども、やっぱりコロナ禍で、いろん

な支援メニューがあるから、ぜひ支援メニュ

ーを一括してまとめてはどうですかと部長に

投げかけたら、もうきちんと出来上がってお

りますということで、翌日にたしか頂いたと

思います。それから、ボリュームが新しくな

ってできているんですけれども、それが新型

コロナウイルス感染症に伴う熊本県中小企業

向け支援策ガイドブックというんですけれど

も、これは、実はバージョン、６次あるんで
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すけれども、８月26日、最新の更新が10月１

日なんですよ。中を見てみれば、持続化給付

金もまだそのまま残っている状態で、私は、

いろんな御質問をいただくときに、ぜひ県庁

のホームページで支援メニュー見てください

と、当時はこれがとっても役立った記憶があ

ります。 

 今は何なのかなと思ったら、こういうのが

県庁のホームページであります。個人向け、

事業者向け、企業向け、非常にこれは細かい

字なので見にくいんですけれども、やはり今

これはどこが出しているのと聞いたら、コロ

ナ対策が中心にという話なんですけれども、

広報課さんにお願いしてホームページで支援

メニューとかブロックを分かりやすくつけて

よという話をしたんですよね。今でも雇用調

整助成金が、今３月いっぱいですけれども、

連休まで延びるのか延びないのかと国でも議

論をされています。この雇用調整助成金で支

援できない人は、休業支援金というのもあり

ますよというのも県庁のホームページに載っ

ております。 

 何が言いたいかというと、やはり非常に、

水害もあって、どこに行き着くかというのが

なかなかホームページでは分かりにくいイメ

ージがあるんですね。ですから、最初に言い

ました、これは非常にそのときはよかったん

ですけれども、10月１日に更新されて、今あ

んまりこれは資料の使い勝手はないのかな

と。こういうのはもうなくしていただいて、

集約をする方向でやられたらどうなのかなと

思うんですけれども、どなたに聞くでもない

んですけれども、いかがですかね。 

 

○臼井商工政策課長 商工政策課でございま

す。 

 委員御指摘のとおり、そのガイドブックに

関しましては、昨年の秋口を最後に更新して

おりませんけれども、現在、国の経済対策が

１月末に可決されて、ベストはその時点でま

ずその情報だけでも更新すればよかったかと

は思いますけれども、すみません、そのとこ

ろは我々作業が追いついておりませんでし

た。 

 ただ、国の経済対策だったり、国の当初予

算、県の補正予算、そして、今日御審議いた

だいています当初予算、これ全部を一遍に更

新する形で、議決いただけましたなら、その

日をもって最新でホームページに公表するべ

く、今作業をしております。 

 小まめに更新できればよかったというとこ

ろは反省しておりますけれども、今後とも、

委員の御指摘踏まえまして、丁寧な周知に努

めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 

○前田憲秀委員 じゃあ、まだこれは有効に

使えますということでいいんですかね。そう

したら、しっかりまたアピールしますので、

最新版の更新をしていただいて、これを見た

ら何らかの支援策に行き着くというぐらいや

っぱりやっていただきたいなと思います。 

 さっき言いましたように、もうとっくに終

わった持続化給付金とか家賃支援金なんかも

まだこれは入っていますので、そういう意味

じゃちょっとお粗末かなと思ったものですか

ら、お尋ねをしてみました。よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに御意見何かござい

ませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 最後に、要望書等が２件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 それでは、これをもちまして第８回経済環

境常任委員会を閉会いたします。 
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  午後２時19分閉会 

――――――――――――――― 

○緒方勇二委員長 なお、本年３月末をもっ

て退職される方が、本日３名出席されており

ます。３名の方々に一言ずつ御挨拶をいただ

ければと思いますが、委員の皆様よろしいで

しょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 それでは、１人ずつ、一

言ずつでも結構ですので、お聞かせいただけ

ればと思います。 

 最初に、藤本企業局長からお願いいたしま

す。 

   (企業局長～審査調整課長の順に退任挨

拶)  

○緒方勇二委員長 皆さん方大変お疲れでご

ざいました。 

 なお、今年度最後の委員会でございますの

で、私からも一言御挨拶を申し上げます。 

 この１年間、末松副委員長をはじめ委員各

位の御協力をいただきながら委員会の活動を

進めてまいりましたが、委員各位におかれま

しては、県政の抱える重要な諸課題につきま

して、終始熱心な御審議を賜り、誠にありが

とうございました。 

 各部局長をはじめ執行部の皆さんにおかれ

ましても、常に丁寧な説明と答弁をいただ

き、心から厚く御礼申し上げます。 

 実は、日曜日に、私、視覚障害者の理事会

に行ってまいりました。そこで、持続化給付

金のことや、目の見えない方々ばかりであり

ますので、なかなか手が行き届いていない現

状を聞かせていただきました。 

 しかるに、やはり孤立感にさいなまれ、孤

独感にさいなまれ、希望の光を届けるべきは

まだまだたくさんの方がおられるというふう

に実感いたしました。 

 どうぞ、コロナが始まって以来、経済環境

常任委員会の皆さん方、執行部におかれて

は、専決処分をはじめ、先んじた施策を講じ

ていただきましたけれども、まだまだ手を差

し伸べていただくような方々がたくさんおら

れております。どうぞその辺を今後ともよろ

しくお願い申し上げます。 

 さらには、先般、地元で修学旅行の話が出

ました。これも、本当にやるべきかやらざる

べきか、大変保護者会も学校側も、リスクを

考えて、判断に迷い迷い、そして中止のやむ

なきに至った。しかし、これも、全国的な課

題であり、世界的な問題でもありますから、

これも一つの思い出でしょうと、前向きに捉

える保護者の方々もおられました。 

 しかし、そこを何とかやろうと言うて、や

はり県内旅行でというようなことも今後考え

るべきだろうというふうに思いますので、そ

の辺も観光戦略部の皆さん方、御尽力賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 15日に、コロナ禍の中での緊急支援の全容

が発表されました。先ほど申し上げましたよ

うに、希望の光を県民生活の上に、経済活動

の上にしっかりと今後ともあまねく届けてい

ただきますよう心からお願い申し上げ、委員

長の最後のお願いと御礼の御挨拶とさせてい

ただきます。 

 最後になりましたが、委員各位並びに執行

部の皆さんの今後ますますの御健勝と御活躍

を祈念いたしまして、簡単ですが御挨拶とさ

せていただきます。 

 大変お世話になりました。ありがとうござ

いました。(拍手) 

次に、末松副委員長からも一言御挨拶をお

願いいたします。 

 

○末松直洋副委員長 それでは、一言御挨拶

を申し上げます。 

 この１年間、緒方委員長の下で委員会運営

に努めてまいりましたが、委員各位におかれ

ましては、特に新型コロナウイルスの経済対

策や豪雨対策、そしてカーボンゼロへ向けた

取組など、真剣に御審議いただき、大変あり
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がとうございました。 

 また、執行部におかれましても、真摯に対

応していただき、誠にありがとうございまし

た。 

 本県はまだまだ厳しい状況でありますが、

委員、執行部の皆様方には、この委員会で議

論されましたことを踏まえ、本県がさらに発

展していきますよう心から御祈念を申し上げ

まして、お礼の挨拶とさせていただきます。 

 １年間、大変お世話になりました。ありが

とうございました。(拍手) 

 

○緒方勇二委員長 以上で終了いたします。 

 皆様大変お疲れさまでした。 

  午後２時27分 
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